
（１）市民活動の活性化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A B B B B

目標指標

目標値 ３４団体 ３５団体 ３６団体 ３７団体 ３８団体

実　績　値 ３５団体 ３４団体 ３４団体 ３４団体 ３４団体

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
ボランティア団体の活動を活性化する
ため、市ホームページで紹介した。

ボランティア団体の活動を活性化する
ため、市ホームページで紹介した。

ボランティア団体の活動を活性化する
ため、市ホームページで紹介した。

ボランティア団体の活動を活性化する
ため、市ホームページで紹介した。

ボランティア団体の活動を活性化する
ため、市ホームページで紹介したが、
登録団体数は過去5年間で増加しなかっ
た。また、社会福祉協議会においても
ボランティア団体の登録制度を実施し
ている。

今 後 の 課 題 ボランティア団体の育成 ボランティア団体の育成 ボランティア団体の育成 ボランティア団体の育成 ボランティア団体の育成

次 年 度 へ の 展 開

市ホームページなどでボランティア団
体の活動内容を広く周知するととも
に、ボランティア団体の育成を支援す
る。

市ホームページなどでボランティア団
体の活動内容を広く周知するととも
に、ボランティア団体の育成を支援す
る。

市ホームページなどでボランティア団
体の活動内容を広く周知するととも
に、ボランティア団体の育成を支援す
る。

市ホームページなどでボランティア団
体の活動内容を広く周知するととも
に、ボランティア団体の育成を支援す
る。

市民活動応援補助金制度により、ボラ
ンティア活動を行う市民団体の育成を
支援することができ、同制度において
も、市ホームページにて、その団体の
活動内容を紹介していることから、市
民活動応援補助金制度と統合し、中止
とする。

市ホームページへのボランティア団体登録数　（平成29年10月1日現在　33団体）

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

① ボランティア団体登録制度の運用

地域振興課

関係各課

　現在、市ではボランティア団体の育成を図りながら、市内で活躍する団体を市ホームページで紹介しています。
　ボランティア団体やその活動について、より多くの市民に周知することで、ボランティア活動についての関心や意識の醸成を図るとともに、市民が持っている知恵、情報、人材及び能力等を提供・分担
し合いながら、市民と行政が一体となった協働によるまちづくりを進めていきます。
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（１）市民活動の活性化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A B

目標指標

目標値 ７５件 ７８件 ８１件 ８４件 ８７件

実　績　値 ７９件 ８4件 ８4件 ８4件 ８６件

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

ボランティア活動等を行う市民活動団
体の支援を行った。
・市民活動応援補助金交付実績
　　支援団体　５件　３７０千円

ボランティア活動等を行う市民活動団
体の支援を行った。
・市民活動応援補助金交付実績
　　支援団体　５件　242千円

ボランティア活動等を行う市民活動団
体の支援を行ったが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により団体による活
動が出来ず、補助金交付実績なし

ボランティア活動等を行う市民活動団
体の支援を行ったが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により団体による活
動が出来ず、補助金交付実績なし

ボランティア活動等を行う市民活動団
体へ補助金を交付するとともに、市
ホームページにて、その活動内容を紹
介し、支援を行った。
・市民活動応援補助金交付実績
　　支援団体　2件　150千円

今 後 の 課 題
本補助金制度の周知及び市民活動団体
の育成

本補助金制度の周知及び市民活動団体
の育成

本補助金制度の周知及び市民活動団体
の育成

本補助金制度の周知及び市民活動団体
の育成

本補助金制度の周知及び市民活動団体
の育成

次 年 度 へ の 展 開

本補助金制度の周知を図るとともに、
公共性・公益性のある市民活動を自発
的に行う団体に対し、育成するための
支援を継続して行う。

本補助金制度の周知を図るとともに、
公共性・公益性のある市民活動を自発
的に行う団体に対し、育成するための
支援を継続して行う。

本補助金制度の周知を図るとともに、
公共性・公益性のある市民活動を自発
的に行う団体に対し、育成するための
支援を継続して行う。

本補助金制度の周知を図るとともに、
公共性・公益性のある市民活動を自発
的に行う団体に対し、育成するための
支援を継続して行う。

本補助金制度の周知を図るとともに、
公共性・公益性のある市民活動を自発
的に行う団体に対し、育成するための
支援を継続して行う。

市民活動団体等への支援累計件数　（平成29年10月1日現在　74件）

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

②　市民活動応援補助金制度の運用

地域振興課

関係各課

　羽生市市民活動応援補助金制度※の運用を行い、公共性・公益性のある市民活動を自発的に行う団体の育成を図ります。
　また、制度がより利用しやすいように、申請に係る要件や内容など、適宜見直しを図りながら制度の周知や運用を実施します。
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（２）市民参画システムの確立と運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
各分野において市の基本的施策を定め
る計画に対し、パブリック・コメント
を実施した。

各分野において市の基本的施策を定め
る計画に対し、パブリック・コメント
を実施した。

各分野において市の基本的施策を定め
る計画に対し、パブリック・コメント
を実施した。

各分野において市の基本的施策及び個
別の計画に対し、パブリック・コメン
トを実施するため、要綱を改正した。

内容が趣旨、目的等に直接関係のない
意見等はその概要のみを公表する対応
とするため、要綱を改正した。

今 後 の 課 題
今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

個別の計画についてもパブリック・コ
メントを実施していく必要がある。

今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

次 年 度 へ の 展 開
今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

要綱を改正し、運用していく。
今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

今後も要綱に基づき、適正に運用して
いく。

－

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

①　パブリック・コメント制度の運用

秘書広報課

全課

　政策形成の段階から、市民が参画する機会の充実を図り、民意を政策に反映させるため、パブリック・コメント制度を適切に運用します。
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（２）市民参画システムの確立と運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B C C A A

目標指標

目標値 16.7% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0%

実　績　値 15.8% 12.3% 11.5% 24.5% 26.9%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況 公募委員の採用状況調査を実施

公募委員の採用状況調査を実施。
附属機関設置条例の制定に伴う各機関の要綱改
正等に合わせ、新たに１２の機関で委員として
公募の市民を選定する規定を制定。
附属機関を整理し、総数が５７機関に増加した
ため、公募委員の採用割合は減少したが、上述
の公募委員の規定を制定した機関が次の改選時
に公募委員を採用すれば目標値を達成できるも
のと見込まれる。

・公募委員の採用状況調査を実施
　附属機関設置条例の制定に伴う各機関の要綱
改正により、現在１２の機関で公募委員を選定
について規定している。
・附属機関を整理し、総数が６０機関に増加し
たため公募委員の採用割合は減少したが、新規
附属機関が令和３年度に新たに公募を実施する
ことから目標値の達成が見込まれている。

・公募委員の採用状況調査を実施
　附属機関設置条例の制定に伴う各機関の要綱
改正により、現在１５の機関で公募委員を選定
について規定している。
・附属機関を整理し、総数が６１機関に増加し
たが、令和３年度に新たに公募を実施した附属
機関があったことから目標値を達成した。

・公募委員の採用状況調査を実施
　附属機関のうち公募が可能である各機関にお
いて条例改正を行い、公募委員の選定について
規定している機関は２７に増加した。
・目標値は達成しており、令和４年度に委員の
公募を規定した機関が増えたことから、今後、
公募委員を採用する機関数の増加が見込まれ
る。

今 後 の 課 題

公募委員の採用について、各担当課の
理解が得られない。
会計年度任用職員制度の開始に向けた
職の再設定作業に伴い、付属機関を再
整理する必要がでてきた。

市民への周知、啓発

・公募制度の市民への周知、啓発
・調査対象の附属機関には、介護認定や予防接
種被害調査に係る機関であり公募に向かないも
のも含んでいることから、調査対象機関の精査
が必要

・羽生市附属機関等の委員の公募に関する要綱
について職員へ周知を図り、公募委員の活用を
促すとともに、公募制度の市民への周知を行う
必要がある。
・調査対象の附属機関には、介護認定や予防接
種被害調査に係る機関等、公募になじまないも
のも含んでいることから、調査対象機関の精査
が必要

・公募制度の市民への周知、啓発
・羽生市附属機関等の委員の公募に関する要綱
について職員へ周知を図り、公募委員を積極的
に活用するよう促すことが必要

次 年 度 へ の 展 開

附属機関を再整理したうえで、「羽生
市附属機関等の委員の公募に関する要
綱」の周知徹底を図り、積極的な公募
委員の採用を促す。

公募の実施状況、応募状況を確認し、
その結果により対策を図る。

・公募の実施状況、応募状況を確認し、その結
果により対策を図る。
・公募の望ましい機関の担当課への趣旨の説明
及び新規設置機関においては積極的に公募委員
を選任する。

・公募の実施状況、応募状況を確認し、その結
果により対策を図る。
・公募することが望ましい附属機関の担当課へ
の趣旨の説明及び新規設置機関においては積極
的に公募委員を選任するよう促す。
・目標値の分母となる附属機関については、公
募の可否を含めて精査を行う。

・新規設置機関においては積極的に公募委員を
選任するよう促す。
・目標値について、目標値の分母となる附属機
関から公募になじまない機関を除く。

羽生市附属機関のうち、公募委員を採用している団体数　（平成29年度10月1日現在　42団体のうち7団体　16.7％）

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

②　各種審議会における公募委員の登用

総務課

関係各課

　平成２７年度に「羽生市附属機関等の委員の公募に関する要綱」を制定し、公募委員の拡大に取り組んできましたが、平成２８年度現在において、公募委員を採用している附属機関は４２団体中７団体
にとどまっています。
　政策形成の段階における市民参画により、市民との協働によるまちづくりを推進するためには、更なる拡大が必要です。
　今後は、市民公募委員を拡大するため、附属機関等の委員の公募に関する要綱に基づき、附属機関等を新たに設置するときや委員を改選する際には、市民公募委員の拡大に努め、市政への市民参画を推
進します。
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（２）市民参画システムの確立と運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B △未着手 B D

目標指標

目標値 ３１０人 ３１５人 ３２０人 ３２５人 ３３０人

実　績　値 ２９１人 ２９６人 ０人 ３０２人 １９４人

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

9地区で開催し、概ね目標通りの人数の
参加があった。自治会から提案された
テーマのほか、市から公共施設の今後
について議題を提示した。円滑な進行
に努め活発な意見交換ができた。

8地区で開催し、概ね目標通りの人数の
参加があった。自治会から提案された
テーマにについて、円滑な進行に努め
活発な意見交換ができた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止した。

コロナ禍9地区で開催し、概ね目標通り
の人数の参加があった。自治会から提
案されたテーマに対し、円滑な進行に
努めたほか、資料を配布し活発な意見
交換を行った。終了後は、議事録を
ホームページ上で公開した。

7地区で開催し、事前に開催について広
報及びホームページで周知した。終了
後は、要旨をホームページ上で公開し
た。

今 後 の 課 題
さまざまな意見が聴けるように幅広い
年齢層、多方面からの参加が望まし
い。

さまざまな意見が聴けるように幅広い
年齢層、多方面からの参加が望まし
い。

新型コロナウイルス感染予防に努めな
がらの開催を目指す。

新型コロナウイルス感染予防に努めな
がらの開催や、幅広い層の参加を促
す。

市民と前向きな意見交換の場とするこ
とを目指す。また、幅広い層の参加を
促す。

次 年 度 へ の 展 開
自治会等と連携し、広く開催を周知
し、参加を呼び掛けていく。

自治会等と連携し、広く開催を周知
し、参加を呼び掛けていく。

自治会等と連携し、人との距離を十分
に確保できる場所を確保したうえで、
参加を呼び掛けていく。

若年層の意見を聴く機会を新たに設け
る。

若年層の意見を聴く機会を新たに設け
る。

市民座談会の参加者数　（平成29年度見込み　300人）

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

③　市民座談会の開催

秘書広報課

全課

　市では、毎年、各自治会から提案されたテーマをもとに、各地区単位で市民座談会を実施しています。
　今後は更に、市民の率直な意見を市政に反映させるべく、幅広い年齢層から参加者を募り、また、活発な意見交換ができるよう、発言しやすい雰囲気づくりに努め、議論の質の向上を図っていきます。
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（２）市民参画システムの確立と運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A B

目標指標

目標値 24.7% 25.9% 27.2% 28.6% 30.0%

実　績　値 25.8% 28.6% 32.3% 31.3% 29.4%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・男女共同参画セミナーの開催等による啓発や女性
が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家
事・育児等を促す講座の開催等し、女性の社会進出
のための環境整備を図った。
●啓発等研修会への参加者数：延べ1,772人（昨年
比：737人増）
●啓発等研修会参加者の理解度：92.2％
・全庁へ女性委員の登用と、女性人材リストの利用
をメール等で呼びかけを行った。
●女性人材リスト登録者数：18人

・男女共同参画セミナーの開催等による啓発や女性
が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家
事・育児等を促す講座の開催等し、女性の社会進出
のための環境整備を図った。
●啓発等研修会への参加者数：延べ1,555人（昨年
比：217人減）
●啓発等研修会参加者の理解度：95％
・市職員向けの研修会を開催した際に、女性委員の
登用と、女性人材リストの利用を呼びかけを行っ
た。
●女性人材リスト登録者数：20人

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため男
女共同参画セミナーや職員研修会等の啓発講座
が開催できなかったが、パネル展示による男女
共同参画の啓発を積極的に行った。
●男女共同参画パネル展
●女性に対する暴力をなくす運動週間ポスター
展
●パープルリボンキャンペーンタペストリー展
示
●女性人材リスト登録者数：23人

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため職
員研修会等の啓発講座が開催できなかったが、
パネル展示による男女共同参画の啓発や参加人
数を抑え講座を積極的に行った。
●啓発等研修会　8回実施（中止5回）
●男女共同参画パネル展　４回
●出前講座　２カ所
●DV関係パネル展等　３回
●女性人材リスト登録者数：26人

・男女共同参画に関する講座や研修会を積極的
に行った。
●女と男のフォーラム
●啓発講座等の開催　10講座
●男女共同参画パネル展　3カ所
●出前講座　３カ所
●DV関係パネル展等　3回
●パープルリボンキャンペーンタペストリー展
示
●女性人材リスト登録者数：28人

今 後 の 課 題

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストやその登録について広く認知
されていない。

・職員向けの啓発研修会を積極的に行う。
・女性人材をリストやその登録について広く認
知されていない。

・職員向け啓発研修会を積極的に行う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの分野」で
男女の地位が平等であると思う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

・職員向け啓発研修会を積極的に行う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの分野」で
男女の地位が平等であると思う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

・職員向け啓発研修会を積極的に行う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの分野」で
男女の地位が平等であると思う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

次 年 度 へ の 展 開

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストが広く周知されていないた
め、市職員向けの研修会を開催し周知してい
く。
また、女性人材リストの登録については。各分
野において活躍している女性を推薦をしてもら
うよう各課へ依頼をかけていく。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストが広く周知されていないた
め、市職員向けの研修会を開催し周知してい
く。また、女性人材リストの登録については。
広報や情報誌において周知する。各分野におい
て活躍している女性を推薦をしてもらうよう各
課所へ働きかけていく。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進、推薦団体
への協力要請を行う。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進や推薦団体
の見直しを行うなど女性の参画を促進
する。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進や推薦団体
の見直しを行うなど女性の参画を促進
する。

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

④　審議会等への女性参画の推進

人権推進課

関係各課

　男女共同参画セミナーの開催等による啓発を進め、また、女性が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家事・育児等を促す講座の開催等により、女性の社会進出のための環境整備に努めます。
　また、女性人材リストの充実や活用により、審議会等の女性委員数の増加を図ります。

女性委員数／審議会等の委員数　（平成29年10月1日現在　　23.6％）
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実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

④　審議会等への女性参画の推進

人権推進課

関係各課

　男女共同参画セミナーの開催等による啓発を進め、また、女性が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家事・育児等を促す講座の開催等により、女性の社会進出のための環境整備に努めます。
　また、女性人材リストの充実や活用により、審議会等の女性委員数の増加を図ります。

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B A B B

目標指標

目標値 81.0% 83.3% 83.3% 85.7% 85.7%

実　績　値 71.0% 73.3% 86.0% 84.6% 82.5%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・男女共同参画セミナーの開催等による啓発や女性
が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家
事・育児等を促す講座の開催等し、女性の社会進出
のための環境整備を図った。
●啓発等研修会への参加者数：延べ1,772人（昨年
比：737人増）
●啓発等研修会参加者の理解度：92.2％
・全庁へ女性委員の登用と、女性人材リストの利用
をメール等で呼びかけを行った。
●女性人材リスト登録者数：18人

・男女共同参画セミナーの開催等による啓発や女性
が職場や地域での活動が容易になるよう男性への家
事・育児等を促す講座の開催等し、女性の社会進出
のための環境整備を図った。
●啓発等研修会への参加者数：延べ1,555人（昨年
比：217人減）
●啓発等研修会参加者の理解度：95％
・市職員向けの研修会を開催した際に、女性委員の
登用と、女性人材リストの利用を呼びかけを行っ
た。
●女性人材リスト登録者数：20人

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため男
女共同参画セミナーや職員研修会等の啓発講座
が開催できなかったが、パネル展示による男女
共同参画の啓発を積極的に行った。
●男女共同参画パネル展
●女性に対する暴力をなくす運動週間ポスター
展
●パープルリボンキャンペーンタペストリー展
示
●女性人材リスト登録者数：23人

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため職
員研修会等の啓発講座が開催できなかったが、
パネル展示による男女共同参画の啓発や参加人
数を抑え講座を積極的に行った。
●啓発等研修会　8回実施（中止5回）
●男女共同参画パネル展　４回
●出前講座　２カ所
●DV関係パネル展等　３回
●女性人材リスト登録者数：26人

・男女共同参画に関する講座や研修会を積極的
に行った。
●女と男のフォーラム
●啓発講座等の開催　10講座
●男女共同参画パネル展　3カ所
●出前講座　３カ所
●DV関係パネル展等　3回
●パープルリボンキャンペーンタペストリー展
示
●女性人材リスト登録者数：28人

今 後 の 課 題

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストやその登録について広く認知
されていない。

・職員向けの啓発研修会を積極的に行う。
・女性人材をリストやその登録について広く認
知されていない。

・職員向け啓発研修会を積極的に行
う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの
分野」で男女の地位が平等であると思
う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

・職員向け啓発研修会を積極的に行う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの分野」で
男女の地位が平等であると思う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

・職員向け啓発研修会を積極的に行う。
・「慣習・しきたり・社会通念などの分野」で
男女の地位が平等であると思う割合が低い。
・審議会等の女性委員の割合が低い。

次 年 度 へ の 展 開

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストが広く周知されていないた
め、市職員向けの研修会を開催し周知してい
く。
また、女性人材リストの登録については。各分
野において活躍している女性を推薦をしてもら
うよう各課へ依頼をかけていく。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発研修会を
継続的に行う。
・女性人材リストが広く周知されていないた
め、市職員向けの研修会を開催し周知してい
く。また、女性人材リストの登録については。
広報や情報誌において周知する。各分野におい
て活躍している女性を推薦をしてもらうよう各
課所へ働きかけていく。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進、推薦団体
への協力要請を行う。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進や推薦団体
の見直しを行うなど女性の参画を促進
する。

・いろいろな角度で男女共同参画啓発
研修会を継続的に行う。
・審議会等への女性の登用を促進する
ため、全庁へ目標値や公募枠の設定に
よる女性委員の登用の促進や推薦団体
の見直しを行うなど女性の参画を促進
する。

女性委員を含む審議会等の数／審議会等の総数
（平成29年10月1日現在　　81.0％）
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（３）自治会等支援

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

事務局として自治会連合会（理事会・
３委員会等）への支援を実施した。
自治会交付金交付要綱に基づき、自治
会交付金を適切に交付した。

事務局として自治会連合会（理事会・
３委員会等）への支援を実施した。
自治会交付金交付要綱に基づき、自治
会交付金を適切に交付した。

事務局として自治会連合会（理事会・
３委員会等）への支援を実施した。
自治会交付金交付要綱に基づき、自治
会交付金を適切に交付した。

事務局として自治会連合会（理事会・
３委員会等）への支援を実施した。
自治会交付金交付要綱に基づき、自治
会交付金を適切に交付した。
自治会長向け自治会活動ハンドブック
の改訂・避難所運営マニュアルの修正
を実施した。

事務局として自治会連合会（理事会・
３委員会等）への支援を実施した。
自治会交付金交付要綱に基づき、自治
会交付金を適切に交付した。
自治会の加入促進等に関するアンケー
ト調査を実施し、自治会が抱える課題
等の抽出を行った。

今 後 の 課 題
自治会活動の活性化
地域防災力の向上等

自治会活動の活性化
地域防災力の向上等

自治会活動の活性化
地域防災力の向上等

自治会活動の活性化
地域防災力の向上等

自治会活動の活性化
地域防災力の向上等

次 年 度 へ の 展 開
自治会連合会が行う加入促進のための
取り組みを支援する。

自治会連合会が行う加入促進のための
取り組みを支援する。

自治会連合会が行う加入促進のための
取り組みを支援する。

改訂を行った自治会長向け自治会活動
ハンドブックや、修正を行なった避難
所運営マニュアルを全自治会への周知
を図る。

自治会の加入促進等に関するアンケー
ト調査により抽出した課題等の改善施
策を検討する。

－

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

①　自治会等活動の支援

地域振興課

全課

　少子高齢化や核家族化の進行、単身世帯の増加や市民の価値観・生活形態の変化などによって、自治会への加入意識の希薄化が顕著になっています。
　また、自治会構成員の高齢化の問題もあり、地域社会のコミュニティ機能は低下しつつあります。
　そうした中、自治会交付金交付要綱に基づき、自治会の自立、活性化のための支援を行い、自治会が地域コミュニティ形成の核となり地域のことは地域で解決できる体制づくりを推進していきます。
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（３）自治会等支援

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 16,844世帯 16,883世帯 16,922世帯 16,961世帯 17,000世帯

実　績　値 16,790世帯 16,850世帯 16,833世帯 16,794世帯 16,762世帯

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

自治会加入率は増加しなかったが、自
治会連合会が自治会への加入促進に積
極的に取り組んでおり、その支援を
行った。

自治会加入率は増加しなかったが、自
治会連合会が自治会への加入促進に積
極的に取り組んでおり、その支援を
行った。

自治会加入率は増加しなかったが、自
治会連合会が自治会への加入促進に積
極的に取り組んでおり、その支援を
行った。

自治会への加入促進を図るため、自治
会加入促進チラシの改訂を実施した。

自治会加入率は増加しなかったが、自
治会連合会が自治会への加入促進に積
極的に取り組んでおり、その支援を
行った。

今 後 の 課 題 自治会加入率の向上 自治会加入率の向上 自治会加入率の向上 自治会加入率の向上 自治会加入率の向上

次 年 度 へ の 展 開

転入者に自治会勧誘活動用のチラシを
配布するなど、引き続き自治会連合会
が行う加入促進のための取り組みを支
援する。

転入者に自治会勧誘活動用のチラシを
配布するなど、引き続き自治会連合会
が行う加入促進のための取り組みを支
援する。

転入者に自治会勧誘活動用のチラシを
配布するなど、引き続き自治会連合会
が行う加入促進のための取り組みを支
援する。

改訂を行った自治会加入促進チラシを
活用して、自治会加入率の向上を図
る。

転入者に自治会勧誘活動用のチラシを
配布するなど、引き続き自治会連合会
が行う加入促進のための取り組みを支
援する。

自治会加入世帯数　（平成29年4月1日現在　16,805世帯）

１．市民協働・参画の推進とコミュニティ支援

②　自治会への加入促進

地域振興課

－

　近年、市では、核家族化の進行や世帯分離の増加により、世帯数は増えているものの、自治会加入世帯数は伸び悩んでいます。
　自治会が担う役割の重要性の周知や、転入者への自治会加入促進チラシの配布等により、自治会と連携しながら加入の促進に取り組みます。
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（１）ＩＣＴの活用による情報共有

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A Ａ A A A

目標指標

目標値 540,000件 550,000件 560,000件 570,000件 580,000件

実　績　値 653,384件 737,749件 1,271,736件 1,355,757件 1,066,322件

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
常に最新の情報を掲載するため各課へ
内容を確認し更新をするよう依頼し
た。

常に最新の情報を掲載するため各課へ
内容を確認し更新をするよう依頼し
た。また、新型コロナウイルスに関す
るお知らせのページを見やすくなるよ
う工夫した。

常に最新の情報を掲載するため各課へ
内容を確認し更新をするよう依頼し
た。

常に最新の情報を掲載するため各課へ
内容を確認し更新をするよう依頼し
た。

今 後 の 課 題
・現在のホームページシステムの導入
から４年以上経過したため、掲載内容
が古くなってきた。

・現在のホームページシステムの導入
から５年以上経過したため、掲載内容
が古くなってきた。

・現在のホームページシステムの導入
から６年以上経過したため、掲載内容
が古くなってきた。
・閲覧者より見づらいという意見が
あった。

・現在のホームページシステムの導入
から７年以上経過したため、掲載内容
が古くなってきた。
・閲覧者より見づらいという意見が
あった。

・現在のホームページシステムの導入
から８年以上経過したため、掲載内容
が古くなってきた。
・閲覧者より見づらいという意見が
あった。

次 年 度 へ の 展 開
・市が提供したい情報と利用者のニー
ズを捉えたホームページのリニューア
ルの検討

・市が提供したい情報と利用者のニー
ズを捉えたホームページのリニューア
ルのため他市の現況等を研究してい
く。

・各課への掲載内容の更新依頼。
・市が提供したい情報と利用者のニー
ズを捉えたホームページのリニューア
ルのため他市の現況等を研究してい
く。

・各課への掲載内容の更新依頼。
・市が提供したい情報と利用者のニー
ズを捉えたホームページのリニューア
ルのため他市の現況等を研究してい
く。

・各課への掲載内容の更新依頼。
・市民にとって見やすいホームページ
になるように掲載内容や構成の精査等
を行う。

２．開かれた市政の推進

①　情報提供の充実

企画課

全課

　市からの行政情報やイベント情報を迅速かつ正確に市民に届け、広く情報を共有できるよう、ホームページの充実や、メール配信サービスの積極的な活用及び利用者拡大に向けた取組を行います。
　また、情報提供の多様化を図るため、市民が利用しやすいＳＮＳ（twitter、LINE）等の活用を推進します。

ホームページ閲覧件数　（平成28年度実績　530,678件）
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実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

①　情報提供の充実

企画課

全課

　市からの行政情報やイベント情報を迅速かつ正確に市民に届け、広く情報を共有できるよう、ホームページの充実や、メール配信サービスの積極的な活用及び利用者拡大に向けた取組を行います。
　また、情報提供の多様化を図るため、市民が利用しやすいＳＮＳ（twitter、LINE）等の活用を推進します。

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A Ａ A A A

目標指標

目標値 5,100件 5,200件 5,300件 5,400件 5,500件

実　績　値 5,664件 7,029件 8,655件 9,010件 9,009件

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
・広報はにゅうへの掲載
・自治会や市政座談会等での案内
・新成人へリーフレットを配布

・広報はにゅうへの掲載
・自治会や市政座談会等での案内
・新成人へリーフレットを配布

・広報はにゅうへの掲載
・自治会での案内

・広報はにゅうへの掲載
・自治会での案内

・広報はにゅうへの掲載
・自治会での案内
・新成人へリーフレットを配布

今 後 の 課 題 ・順調である。 順調である。 順調である。 順調である。 順調である。

次 年 度 へ の 展 開
・引き続き人の集まる機会を見つけて
積極的に案内を行う。

・引き続き人の集まる機会を見つけて
積極的に案内を行う。

・引き続き人の集まる機会を見つけて
積極的に案内を行う。

・引き続き人の集まる機会を見つけて
積極的に案内を行う。

・引き続き人の集まる機会を見つけて
積極的に案内を行う。
・ＳＮＳの活用を推進する。

メール配信サービスの登録数　（平成29年10月1日現在　5,065件）
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（２）広報の充実

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B A B B

目標指標

目標値 84.2% 84.4% 84.6% 84.8% 85.0%

実　績　値 81.8% 83.4% 85.6% 81.1% 82.5%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
必要な情報が分かりやすく伝わる誌面
を基本に、読者を飽きさせないデザイ
ン、レイアウトづくりを行っている。

必要な情報が分かりやすく伝わる誌面
を基本に、読者を飽きさせないデザイ
ン、レイアウトづくりを行っている。

必要な情報が分かりやすく伝わる誌面
を基本に、読者を飽きさせないデザイ
ン、レイアウトづくりを行っている。

平成27年から7年目となる形式を刷新
し、デザイン、レイアウトをリニュー
アルした。（令和4年1月号から）

令和5年1月号から新コーナーを設け発
行した。また、市内出身のラグビー選
手を特集で取り扱い、地元有志による
観戦ツアーを企画した。

今 後 の 課 題

Ａ４カラー版化の大型リニューアルか
ら４年が経過し、マンネリ化を防ぐた
めにも、新たな企画を立てる必要があ
る。

Ａ４カラー版化の大型リニューアルか
ら５年が経過し、マンネリ化を防ぐた
めにも、新たな企画を立てる必要があ
る。

Ａ４カラー版化の大型リニューアルか
ら6年が経過し、マンネリ化を防ぐため
にも、新たな企画を立てる必要があ
る。

定期的に新たな企画や新コーナーの設
置を検討する。

定期的に新たな企画や新コーナーの設
置を検討する。

次 年 度 へ の 展 開

広報誌を手に取ったことがない方々に
興味を持ってもらうため、インパクト
のある表紙づくり、市制施行65周年記
念特集、市民と直接触れ合うイベント
などを企画する。

広報誌を手に取ったことがない方々に
興味を持ってもらうため、インパクト
のある表紙づくり、特集記事を企画す
る。新型コロナウイルス感染症対策等
の必要な情報を発信する。

若い世代や女性にも興味を持ってもら
うため、令和３年度中に全体的に刷新
を行う。

令和5年1月号から新コーナーを設け、
定期的に興味を引く紙面づくりを行
う。

令和6年1月号から新コーナーを設け、
定期的に興味を引く紙面づくりを行
う。

広報誌を読む市民の割合　（平成29年10月1日現在　84.0％）

２．開かれた市政の推進

①　広報誌の充実

秘書広報課

全課

　広報誌をより多くの市民に読んでもらうため、市政や市民生活に必要な情報を提供できるよう内容の充実を図ります。
　また、広報誌を読む割合が低い若年層に向けてアピールするため、市民が参加できる内容を検討するなどして、市政や広報誌への関心を高めていきます。
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（３）情報の公開と適正な運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

情報公開個人情報保護審議会の開催
情報公開、自己情報開示請求への適切
な処理
情報公開コーナーの蔵書の充実

情報公開個人情報保護審議会の開催
情報公開、自己情報開示請求への適切
な処理
情報公開コーナーの蔵書の充実

・情報公開個人情報保護審議会の開催
・情報公開、自己情報開示請求への適
切な処理
・情報公開コーナーの蔵書の充実

・情報公開個人情報保護審議会の開催
・情報公開、自己情報開示請求への適
切な処理
・情報公開コーナーの蔵書の充実

・情報公開請求、自己情報開示請求の
適切な処理
・情報公開コーナーの蔵書の充実
・情報公開・個人情報保護審議会の開
催

今 後 の 課 題

個人情報取扱事務の委託において、承
諾のない再委託が行われていた。委託
契約には個人情報を保護するための条
項があるが、その実効性を確保する必
要がある。

委託契約の個人情報保護条項の実効性
の確保

・委託契約の個人情報保護条項の実効
性の確保
・個人情報の保護に関する法律の改正
に伴う適切な条例改正
・実施機関から収集することがやむを
得ない場合おける目的外利用制限の審
議会への諮問のあり方

・委託契約の個人情報保護条項の実効
性の確保
・個人情報の保護に関する法律の改正
に伴う適切な条例改正
・実施機関から収集することがやむを
得ない場合おける目的外利用制限の審
議会への諮問のあり方

・改正個人情報保護法に関する制度に
ついての全庁的な周知
・改正された個人情報の保護に関する
法律に対応した安全管理措置規定等の
整備
・委託契約の個人情報保護条項の実効
性の確保

次 年 度 へ の 展 開
関係課と調整し、委託契約における個
人情報保護条項の実効性を確保するた
めの対策を講じる。

関係課と調整し、委託契約における個
人情報保護条項の実効性を確保するた
めの対策を講じる。

・関係課と調整し、委託契約における
個人情報保護条項の実効性を確保する
ための対策を講じる。
・法律改正に伴う条例改正に係る情報
収集を継続する。
・個人情報の目的外利用に係る審議会
への諮問について、他市運用状況等を
確認する。

・関係課と調整し、委託契約における
個人情報保護条項の実効性を確保する
ための対策を講じる。
・個人情報の目的外利用に係る審議会
への諮問について、他市運用状況等を
確認する。
・個人情報保護条例の改正について全
庁的に周知を行う。

・個人情報保護法に関する職員向け研
修の実施
・関係課と調整し、委託契約における
個人情報保護条項の実効性を確保する
ための対策を講じる。

－

２．開かれた市政の推進

①　情報公開・個人情報保護の充実

総務課

全課

　市政についての情報を市民と共有するため、情報公開コーナーの蔵書を充実させ、また、公正で開かれた市政を推進するため、情報公開条例に基づき公正に情報を公開します。
　また、個人の権利・利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政を一層推進するため、個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取り扱いを確保します。
　更に、適宜、情報公開・個人情報保護審議会を開催し、第三者の意見を両制度の運用に反映させていきます。
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（３）情報の公開と適正な運用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況 審理員名簿の調整及び告示の実施
審理員名簿の調整及び告示の実施
審理員候補者への制度説明の準備

・審理員名簿の調整及び告示の実施
・審理員候補者への制度説明の準備

・審理員名簿の調整及び告示の実施
・審理員候補者への制度説明の準備

・審理員名簿の調整及び告示の実施
・審理員候補者への制度説明の準備

今 後 の 課 題

審理員候補者を対象に平成28年度に研
修会を行ったが、その後は行っていな
い。審理員候補者も入れ替わってきて
いるため、改めて制度の説明が必要。

審理員候補者を対象に平成2８年度に研
修会を行ったが、その後は行っていな
い。審理員候補者も入れ替わってきて
いるため、改めて制度の説明が必要。

・年度ごとに審理員名簿を調整し、告
示しているが、審理員制度の説明につ
いて行われていないため、継続的な制
度周知方法の確立が必要

・年度ごとに審理員名簿を調整し、告
示しているが、審理員制度の説明につ
いて行われていないため、継続的な制
度周知方法の確立が必要

・年度ごとに審理員名簿を調整し、告
示しているが、審理委員候補者に対し
審理員制度についての周知を行うこと
が必要

次 年 度 へ の 展 開 審理員候補者への制度説明の実施 審理員候補者への制度説明の実施
・審理員候補者への制度説明の実施
・審理員制度の継続的な周知方法の確
立

・審理員候補者への制度説明の実施
・審理員制度の継続的な周知方法の確
立

・審理員候補者へ行政不服審査制度及
び審理員の役割についての説明の実施

－

２．開かれた市政の推進

②　行政不服審査体制の整備

総務課

全課

　行政不服審査制度※を適切に運用し、審査請求から裁決までを標準処理期間内に処理するため、体制の整備や審理員候補者への制度説明を実施します。
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（４）情報セキュリティの徹底

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B Ａ A A A

目標指標

目標値 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

実　績　値 99.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・情報セキュリティポリシーの見直し
・情報セキュリティ研修の実施
・情報セキュリティ監査項目を見直
し、監査を実施

・情報セキュリティ研修の実施
・情報セキュリティ監査を実施

・特定個人情報等の安全管理に関する
基本方針及び取り扱いに関する安全管
理措置を全部改定
・情報セキュリティ研修の実施
・情報セキュリティ監査を実施

・情報セキュリティ研修の実施
・情報セキュリティ監査を実施

・情報セキュリティ研修の実施
・情報セキュリティ監査を実施

今 後 の 課 題
・マイナンバーの適正な取扱いについ
て、十分に周知できていない。
・業務継続計画の未策定

・マイナンバーの適正な取扱いについ
て、十分に周知できていない。
・業務継続計画の未策定

・マイナンバーの適正な取扱いについ
て、十分に周知できていない。
・業務継続計画の未策定

・業務継続計画の未策定 ・業務継続計画の未策定

次 年 度 へ の 展 開
・研修や監査の内容を見直し、適正な
マイナンバーの取扱いに繋げる。

・特定個人情報等の安全管理に関する
基本方針及び取り扱いに関する安全管
理措置を見直す。
・総務省の「地方公共団体における情
報セキュリティポリシーに関するガイ
ドライン」が平成30年9月25日改定さ
れたため、羽生市情報セキュリティポ
リシーを見直す。

・JーLIS等が主催しているマイナン
バー関連の研修について職員に案内を
する。
・羽生市情報セキュリティポリシーを
見直す。
・業務継続計画の策定を検討する。

・JーLIS等が主催しているマイナン
バー関連の研修について職員に案内を
する。
・羽生市情報セキュリティポリシーを
見直す。
・業務継続計画の策定を検討する。

・JーLIS等が主催しているマイナン
バー関連の研修について職員に案内を
する。
・羽生市情報セキュリティポリシーを
見直す。
・業務継続計画の策定を検討する。

情報セキュリティ研修受講率　（平成29年度末見込み　100％）

２．開かれた市政の推進

①　情報セキュリティ対策の充実

企画課

全課

　市が保有する個人情報等の市民の重要な情報資産を適切に管理・運用するため、職員等に対する研修内容を充実させ、継続的に実施します。
　また、情報管理をさらに強化するため、情報セキュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、適宜内容の見直しを行います。
　更に、サイバー犯罪や災害等が発生した際に、的確に行動し、業務が継続できるよう、業務継続計画を策定します。
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（１）効率的な財政運営 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B A A A A

目標指標

目標値 － － ２施設 － －

実　績　値 － － 羽生市体育館　羽生中央公園 － －

取組目標効果額 — — ３，４００千円 — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

【羽生市体育館】
近隣類似施設の指定管理の状況を確認する
とともに、指定管理料の試算を行った。
【羽生中央公園】
スポーツ振興課との協議及び経営会議資
料、例規改正案の作成に着手

建設課とスポーツ振興課で連携し、募集要項・
仕様書を作成後、８月に募集を開始し、選定委
員会による第１次審査・第２次審査を行い、１
１月に指定管理者の候補者を選定した。
その後、１２月議会へ指定管理者の指定に係る
議案を上程、可決され、令和２年度から指定管
理者制度の導入が決定した。

4月1日から羽生市体育館・羽生中央公園において指
定管理者による管理運営を開始した。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、指定管
理者による自主事業・委託事業の実施は見合わせた
が、月次報告等により定期的に情報共有を図り、利
用者の利便性の向上に努めた。

羽生市体育館及び羽生中央公園は令和４年
度の次期指定管理者の募集に合わせ、社会
情勢も踏まえつつ更なる効率化に向け、業
務内容見直しについて検討した。
キヤッセ羽生（羽生市三田ケ谷農林公園）
における令和5年度からの指定管理者導入
に向け、12月議会に羽生市三田ケ谷農林
公園条例の改正議案を上程し、可決され
た。

キヤッセ羽生について、募集要項・仕様書
を作成後、４月に募集を開始し、選定委員
会による第１次審査・第２次審査を行い、
１０月に指定管理者の候補者を選定した。
その後、１２月議会へ指定管理者の指定に
係る議案を上程、可決され、令和５年度か
ら指定管理者制度の導入が決定した。

今 後 の 課 題

【羽生市体育館】
次年度募集開始に向け、募集要項・仕様書等の
作成が急務となっており、合わせて、利用料金
制の導入にあたり例規改正を行う必要がある。
【羽生中央公園】
スポーツ振興課との指定管理者募集要項、業務
仕様書の内容協議して、要項等の作成

【羽生市体育館】
市民が安心して利用することができるよう、指
定管理者と詳細かつ綿密な引継ぎを行い、指定
管理移行後もスムーズな管理運営を実施できる
ようにし、市民サービスの向上と利用者の増加
を図りたい。
【羽生中央公園】
屋外運動施設の利用料金及び利用体系の見直
し。

【羽生市体育館】
連携を密にし、新しい生活様式に合わせた指定
管理者による自主事業・委託事業の実施、専門
知識を生かした施設管理により、安定した管理
運営を図りたい。
【羽生中央公園】
修景施設の一部で管理移行が済んでいない状況
を解消し、指定管理者制度による効率化、経費
削減をより一層図りたい。

羽生市体育館及び羽生中央公園について
は、業務内容の見直しに伴う指定管理料の
調整が必要となる。
キヤッセ羽生については、指定管理者導入
に向け事業者の募集要項の作成や施設の改
修が必要となる。

【キヤッセ羽生】
市民が安心して利用することができるよ
う、指定管理者と詳細かつ綿密な引継ぎを
行い、指定管理移行後もスムーズな管理運
営を実施できるようにし、利用者サービス
の向上と経費の削減を図りたい。

次 年 度 へ の 展 開

6月議会へ利用料金制度導入のための条例
改正議案を上程し、7月に募集を開始する
とともに、選定委員会を設置し、第１次審
査・第２次審査を行い、１１月中に指定管
理者の候補者を選定する。
その後、１２月議会へ指定管理者の指定に
係る議案を上程し、令和２年度から指定管
理者制度を導入する。

・指定管理者との連携により、きめ細やかな管
理運営を実施するとともに、委託事業である
「スポーツスクール」や「マラソン大会」の充
実及び指定管理者による「魅力的な自主事業」
の展開により、既存利用者の満足度向上や新た
な利用者の開拓を目指し、スポーツ人口の増加
につなげていく。
・指定管理移行後の施設の管理運営状況を見極
めつつ、お互いの問題点と解決に向けた協議。

・お互いの問題点と解決に向けた協議を重
ねて、より良い方向性を示していく。
・指定管理者との共催により、新たなス
ポーツイベント「スポフェスinはにゅう」
を開催し、市民サービスの向上とスポーツ
人口の増加につなげていく。

羽生市体育館、羽生中央公園については、
令和5年度からの次期指定に向け、業務内
容を見直したうえで、募集を行い事業者を
決定する。
キヤッセ羽生については、令和5年度から
の指定管理者導入に向け、令和4年度に指
定管理者の募集を行い、事業者を決定す
る。

・指定管理者との連携により、きめ細やか
な管理運営を実施するとともに、観光拠点
施設として充実させ、観光交流人口の増
加、地元農産物のPR等につなげたい。

指定管理者制度の新規導入施設数

３．持続可能な財政運営

①　アウトソーシングの推進

委託事業所管課、施設所管課

－

　市が実施するよりも、サービスの向上と効率化、経費の削減が図られるものについては、民間委託や指定管理者制度など、民間の活力を積極的に活用します。
　また、委託等を既に実施している事業については、監督を徹底し、適正な履行を確保します。
　羽生市体育館及び羽生中央公園については、平成３２年度に指定管理者制度の導入を実施します。
　その他のアウトソーシングの可能性のある施設（図書館・キヤッセ羽生・羽生市民プラザ）についても、導入を検討していきます。

　＊民間委託は、平成２９年度現在、ごみ収集業務・給食業務・上下水道検針業務及び集金滞納整理業務・図書館窓口業務・市民生活課一部窓口業務等で導入済み。
　＊指定管理者制度は、平成２９年度現在、６施設（産業文化ホール・もくせいの里・ワークヒルズ羽生・道の駅はにゅう・斎場・清和園）で導入済み。
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（１）効率的な財政運営 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 D D D D D

目標指標

目標値 ４施設 24施設  44施設  64施設 84施設

実　績　値 ０施設 ０施設 5施設 ０施設 5施設

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

①固定資産台帳作成・済
②帳簿（仕分帳、総勘定元帳）作成・済
③計算表（試算表、精算表）作成・済
④公共施設毎の施設区分ｺｰﾄﾞ（ｾｸﾞﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ）
作成・済
⑤一般会計等財務書類作成・済
⑥固定資産台帳⇔帳簿⇔施設区分ｺｰﾄﾞの紐付
け作業・3/31作業中。
⑦ｾｸﾞﾒﾝﾄ別集計作業・3/31未着手。
⑧財務分析表作成・3/31未完成。

①固定資産台帳作成・済
②帳簿（仕分帳、総勘定元帳）作成・済
③計算表（試算表、精算表）作成・済
④一般会計等財務書類作成・済
⑤全体財務書類作成・済
⑥連結財務書類作成・済
⑦セグメント別集計・未着手
⑧財務分析表作成・未着手

①固定資産台帳作成・済
②帳簿（仕分帳、総勘定元帳）作成・済
③計算表（試算表、精算表）作成・済
④一般会計等財務書類作成・済
⑤全体財務書類作成・済
⑥連結財務書類作成・済
⑦セグメント別分析・5施設済

①固定資産台帳作成・済
②帳簿（仕分帳、総勘定元帳）作成・済
③計算表（試算表、精算表）作成・済
④一般会計等財務書類作成・済
⑤全体財務書類作成・済
⑥連結財務書類作成・済

①固定資産台帳作成・済
②帳簿（仕分帳、総勘定元帳）作成・済
③計算表（試算表、精算表）作成・済
④一般会計等財務書類作成・済
⑤全体財務書類作成・済
⑥連結財務書類作成・済
⑦セグメント別分析・5施設済

今 後 の 課 題

・年度内に、施設毎の貸借対照表、損益計算
書を完成させるには作業目安として「⑤一般
会計等財務書類作成」を1月までに完了させ
る必要有。
・但し、実際には作業期間が11月以降の予算
編成時期と重なる中での同時並行処理は困難
であった。結果、⑤完了に年度末まで費やし
た。
・そのため、次年度以降の目標達成には「作
業のやり方」「作業期間の圧縮」等の進め方
の見直しが必要。

・年度内に、施設毎の損益計算書を作成する
には、工程⑥を10月末までに完了させる必要
が有ったが、10月末までに完了出来なかっ
た。
・11月以降は予算編成作業と重なり2月まで
作業を中断し、年度内は工程⑥までしか達成
出来なかった。
・そのため、次年度は10月末までに工程⑥の
完了、工程⑦⑧を2.3月に行えるよう、「作
業のやり方」「作業期間の圧縮」等の作業見
直しをする。

・年内に財務書類を完成させ、分析を実施し
たが、分析した施設数は5施設に留まった。
・分析については、予算編成時期と重複し、
実際の作業期間は3月のみであった。今回初
めて分析に着手したが、作業ノウハウの蓄積
が必要。
・そのため、次年度以降は、セグメント分析
を自動化するなど作業を効率化する。

・年度内に財務書類を完成できたが、
施設毎の行政コスト計算書作成までた
どり着けなかった。
・次年度は、一部施設毎の行政コスト
計算書作成を、財務書類作成業務に盛
り込むことを検討する。

・年度内に財務書類を完成できたが、施設
毎の行政コスト計算書作成までたどり着け
なかった。
・次年度も、一部施設毎の行政コスト計算
書作成を、財務書類作成業務に盛り込み、
5施設は業務委託により実施する。

次 年 度 へ の 展 開

・作業工程の見直し➡主担当者を中心に、作
業時間短縮に繋がるよう、作業工程の見直し
を行う。
・作業時期の見直し➡決算時期（6,7月）、
予算時期（11～1月）の事務繁忙期を避けて
作業実施。
　8～１０月末：①②③④まで実施
　2～3月末：⑤⑥⑦⑧まで実施
・作業人員数の見直し➡実質、主担当者1名
で行っていたが、作業工程毎に、主担当者1
名、副担当者2名で事務分担を行う。

・作業工程の見直し➡主担当者を中心に、作
業時間短縮に繋がるよう、作業工程の見直し
を行う。

　6月：工程①固定資産台帳　委託発注
　7月：工程②～開始（決算統計後）
　8月：　↓
　9月：工程④まで完了
 10月：工程⑤⑥まで完了。
　2月：工程⑦、⑧　作業着手。
　3月：　　〃　　　　完了

・公会計の新システムを導入し、工程①～⑥
財務書類作成を外部委託する。また、これま
で財務書類作成に充てていた期間を、分析に
充てる。

工程①～⑥財務書類作成
　　　5月：委託発注
　　1２月：Ｒ２財務書類完成

工程⑦～⑧分析
　　2月～：Ｒ２財務書類分析

・工程①～⑥財務書類作成を外部委託する。
また、公立保育所5施設の行政コスト計算書
を業務委託に新たに含める。

工程①～⑥財務書類作成
　　　5月：委託発注
　　1２月：Ｒ3財務書類完成

工程⑦～⑧分析
　　2月～：Ｒ３財務書類分析

・工程①～⑥財務書類作成を外部委託する。
また、⑦公立小学校5施設の行政コスト計算
書を業務委託に新たに含める。

工程①～⑥財務書類作成
　　　5月：委託発注
　　1２月：Ｒ4財務書類完成

工程⑦⑧
　　2月～：Ｒ4財務書類分析

財務分析を実施した公共施設数　（平成29年度10月1日現在　84施設中0施設）

３．持続可能な財政運営

②　地方公会計制度の導入

財政課

全課

　当初予算編成に活用出来るよう、公共施設別の財務分析（貸借対照表、行政コスト計算書の作成）を行います。
　＊対象施設：「羽生市公共施設白書」で対象とした８４施設
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（１）効率的な財政運営 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 C B B B B

目標指標

目標値 １８回 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実　績　値 １４回 17回 17回 17回 17回

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

①予算　目標通り公表。
②決算　決算書等は目標通り公表。公会計は
年度内未完成だったため未達成。
③執行状況　目標通り公表。
④財政状況　健全化判断比率、地方債現在
高、財政調整基金積立額は、目標通り公表。
県内他団体比較が未達成。

①予算　目標通り公表。
②決算　施設毎の財務分析表のみ未達成。
③執行状況　目標通り公表。
④財政状況　目標通り公表。

①予算　目標通り公表。
②決算　決算書等は目標通り公表。
③執行状況　目標通り公表。
④財政状況　目標通り公表。

①予算　目標通り公表。
②決算　決算書等は目標通り公表。
③執行状況　目標通り公表。
④財政状況　目標通り公表。

①予算　目標通り公表。
②決算　決算書等は目標通り公表。
③執行状況　目標通り公表。
④財政状況　目標通り公表。

今 後 の 課 題

・公会計は当初想定より時間がかかり年度内
公表出来なかった。今後、作業見直しを行
い、3月末までの公表を目指す。
・県内他団体比較は県市町村課より毎年発信
される一覧情報（確定版）が３月下旬だった
ため年度内に間に合わなかった。今後、県公
表に合わせ迅速に公表する

・施設毎の財務分析は3月末までに着手出来
なかった。次年度は年度内完成公表を目指
す。

・施設毎の財務分析は3月末までに着手出来
なかった。次年度は年度内完成公表を目指
す。

・施設毎の財務分析は3月末までに着手出来
なかった。次年度は年度内完成公表を目指
す。

・施設毎の財務分析は3月末までに着手出来
なかった。次年度は年度内完成公表を目指
す。

次 年 度 へ の 展 開

・迅速な公表実施に努める。
・広報の掲載回数は紙面枠の都合があるため
今後も現状維持。内容は簡潔で分かり易くな
るよう随時見直しする。
・ＨＰはなるべく詳細な内容を掲載できるよ
う資料掲載等の充実を図る。

・迅速な公表実施に努める。
・広報の掲載回数は紙面枠の都合があるため
今後も現状維持。内容は簡潔で分かり易くな
るよう随時見直しする。
・ＨＰはなるべく詳細な内容を掲載できるよ
う資料掲載等の充実を図る。

・迅速な公表実施に努める。
・広報の掲載回数は紙面枠の都合があるため
今後も現状維持。内容は簡潔で分かり易くな
るよう随時見直しする。
・ＨＰはなるべく詳細な内容を掲載できるよ
う資料掲載等の充実を図る。

・迅速な公表実施に努める。
・広報の掲載回数は紙面枠の都合があるため
今後も現状維持。内容は簡潔で分かり易くな
るよう随時見直しする。
・ＨＰはなるべく詳細な内容を掲載できるよ
う資料掲載等の充実を図る。

・迅速な公表実施に努める。
・広報の掲載回数は紙面枠の都合があるため
今後も現状維持。内容は簡潔で分かり易くな
るよう随時見直しする。
・ＨＰはなるべく詳細な内容を掲載できるよ
う資料掲載等の充実を図る。

広報誌及びＨＰでの財政状況の公表回数／年
（平成29年度末見込み　10回）

３．持続可能な財政運営

③　財政情報の公表

財政課

—

　市の財政状況をより多くの市民に知ってもらうため、広報誌及びホームページ（ＨＰ）において、予算及び決算等の財政状況を迅速に公表します。
　広報誌には簡潔で分かり易い内容を掲載し、また、ＨＰにはより詳細な情報を掲載するなどして、市民のニーズに応えられるような公表方法を実施していきます。
①予　　算：当　初　広報４月号（概要）
　　　　　　　　　ＨＰ３月（予算概要、予算書）
　　　　　補　正　ＨＰ６月・９月・１２月・３月（予算書）
②決　　算：決算書　広報１１月号（決算概要）
　　　　　　　　　ＨＰ９月（決算概要、決算書、決算カード）
　　　　　公会計　広報３月号（決算概要）
　　　　　　　　　ＨＰ１月（決算概要、財務書類）
　　　　　　　　　ＨＰ３月（施設毎の財務分析結果）
③執行状況：下　期　広報６月号・ＨＰ４月、上　期　ＨＰ１０月
④財政状況：健全化判断比率　ＨＰ９月（当市分のみ）
　　　　　　各種財政指標の埼玉県内他団体との比較　ＨＰ３月
　　　　　　地方債現在高　ＨＰ４月
　　　　　　財政調整基金積立高　ＨＰ４月
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（１）効率的な財政運営 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 実施 ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 D D D D D

目標指標

60.0% 100% ⇒ ⇒ ⇒

　　・中期財政推計の実施
　　・中期財政計画の策定

中期財政計画の実施  検証・適宜見直し ⇒ ⇒

実　績　値
　　・中期財政推計　実施
　　・中期財政計画　未策定

　　・中期財政推計　実施
　　・中期財政計画　未策定

　　・中期財政推計　実施
　　・中期財政計画　未策定

　　・中期財政推計　実施
　　・中期財政計画　未策定

　　・中期財政推計　実施
　　・中期財政計画　未策定

取組目標効果額 — — — — —

取組状況

①主な歳出見通し（性質別）の実施
　 人件費、扶助費、普通建設費、公債費
②主な歳入見通し（市税）の実施
③県と共同による中期見通しの実施
④中期財政計画の策定　未策定

①次年度予算編成時期（8～12月）に、主な
歳出（性質別）、歳入の見通しの実施。（歳
出）人件費、扶助費、普通建設費、公債費
（歳入）市税
②中期財政計画の策定　未策定

①９月に、令和３年度予算編成方針策定に合
わせ、歳出性質別、歳入見通しの策定実施。

②中期財政計画の策定　未策定

①令和４年度予算編成に合わせ、歳出性質
別、歳入見通しの策定実施。

②中期財政計画の策定　未策定

①令和５年度予算編成に合わせ、歳出性質
別、歳入見通しの策定実施。

②中期財政計画の策定　未策定

今 後 の 課 題

【歳出】岩瀬土地区画整理事業（北工区）、
県企業局産業団地（上岩瀬）の事業進捗、各
公共施設の更新計画、消費税引上げに伴う保
育の無償化、会計年度任用職員制度導入に伴
う人件費増等の事業（費用）見通しを立てる
事が困難であった。

【歳入】地方消費税交付金の増額見通し、景
気に左右される地方交付税、市税収入見通し
は年毎の修正を要し、2年先の見通し精度が
どうしても落ちる。また、歳出見通しを立て
きれていないため、年度単位での財源不足を
補う財政調整基金繰入を見立てられなかっ
た。

【歳出】以下の3年先の見通しを立てる事が
困難であった。
臨時的経費：①各公共施設の更新計画（個別
施設計画R2年度策定予定）②岩瀬土地区画整
理事業（北工区進捗）
経常的経費：①消費税引上げに伴う社会保障
関係経費の増額（R1.10以降）②会計年度任
用職員制度導入に伴う人件費増等（R2.4開
始）

【歳入】以下の2年先の見通しを立てる事が
困難であった。①地方消費税交付金（増額見
通し8％から10％）②地方交付税（景気動向
を踏まえた）③市税収入見通し（景気動向を
踏まえた）

・感染拡大による2度の緊急事態宣言等、歳
入見通しが極めて不透明になった。
・特に、市税、地方消費税交付金、交付税等
は、景気及び国動きに強く影響を受けた。
・令和3年度も、感染状況、景気状況等次第
で、感染収束までは危機対応的な財政対応に
なる可能性が高い。
・一方で、公共施設個別施設計画がR3.3に策
定され公共施設再編が促進されるため、工事
費、市債、公債費について、より細かな予算
管理が必要となる。

・前年度に引き続き、感染拡大による緊急事
態宣言等、歳入見通しが極めて不透明であっ
た。特に、普通交付税、地方創生臨時交付金
等は、国の動きに強く影響を受けた。
・加えて、令和４年度は、ロシアによるウク
ライナ侵攻等を要因とした原油、物価高騰の
影響を受け、経常経費の更なる上昇が想定さ
れる。
・公共施設等の更新については、令和4年度
より防災行政無線デジタル化工事着手、ごみ
処理広域化が具体化したことで、市債借入及
び公債費償還について、より細かな管理が必
要となる。

・前期では、財政運営において「各公共施設
更新、岩瀬基盤整備」「感染症」「原油物価
高騰」等の臨時的な事業の影響を強く受け
た。
・5年先の事業計画を精度高く見通すること
は難易度が高く、特に臨時的な事業について
見通しすることが難しかった。

次 年 度 へ の 展 開

・8月下旬迄　次年度及びそれ以降の事業見
通しの把握を行う。
・9月下旬　次年度予算編成方針策定までに
中期財政見通し（中期財政計画素案）を立て
る。
・年度内に中期財政計画を策定する。

以下を踏まえ、中期財政計画策定に着手す
る。
①景気動向を踏まえた市税見込の策定（R2.8
時点）②地方交付税の見込（R2.9時点）③公
共施設個別計画の反映（R3.2時点）

・未だ先行き不透明感が強く、年度毎の見直
し前提の中期財政見通しを策定する。
・以下スケジュールにて中期見通し策定
　　5月末　　素案策定
　　6月下旬　経営会議諮問・中間①
　　8月中旬　経営会議諮問・中間②
　　9月下旬　経営会議諮問・最終③
　　9月下旬　中期財政見通し通知

・以下スケジュールにて中期計画策定
　　９月末　Ｒ５予算編成方針の策定に
　　　　　　併せ素案策定。
　　２月末　Ｒ５予算案上程に併せて。
　　　　　　計画完成及び公表。

・7月末目安に中期財政計画を策定。
・予算編成や執行管理における判断
　材料に活用
・検証を行い必要に応じ計画見直し。

目標値

３．持続可能な財政運営

④　中期財政計画の策定

財政課

全課

　財政収支（予算規模）の見通しを立て、健全な財政運営を確保し、また、計画期間中の当初予算編成における指針とするため、中期財政計画を策定します。
　なお、平成３０年度上期中に中期財政推計を行い、平成３０年度下期までに策定します。
　計画期間は平成３１年度から３４年度までとし、毎年度、検証を行い、社会・経済情勢の変化等を踏まえて必要に応じて計画の見直しを行います。

中期財政計画の策定及び実施
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（１）効率的な財政運営 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 288億円 290億円 290億円 290億円  290億円

実　績　値 285億円 282億円 277億円 270億円  259億円

取組目標効果額 — ▲2億円 ▲5億円 ▲7億円 ▲11億円

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・年度末借入金残高　284億7,100万
（内訳）
　一般会計183億（対前年度▲3.13億）
　下水道事業61億（対前年度+0.06億）
　水道事業39億（対前年度▲0.2億）
　岩瀬区画整理2億（対前年度+1.7億）

・当初予算編成段階にて、市債借入抑制の方
針「借入は元金償還より少なくする」を厳守
出来た。

・年度末借入金残高282億４,７00万
（内訳）
 一般会計183億（対前年度▲0.51億）
 下水道事業58億（対前年度▲3.97億）
 水道事業40億（対前年度+1.48億）
 岩瀬区画整理2億（対前年度▲0.25億）

・当初予算編成段階にて、市債借入抑制の方
針「借入は元金償還より少なくする」を厳守
出来た。

・年度末借入金残高276億6,430万
（内訳）
 一般会計181億（対前年度▲2.16億）
 下水道事業53億（対前年度▲4.74億）
 水道事業41億（対前年度+1.25億）
 岩瀬区画1.5億（対前年度▲0.22億）

・当初予算編成段階にて、市債借入抑制の方
針「借入は元金償還より少なくする」を厳守
出来た。

・年度末借入金残高270億350万
（内訳）
 一般会計178億（対前年度▲3.15億）
 下水道事業49億（対前年度▲3.91億）
 水道事業42億（対前年度+0.66億）
 岩瀬区画1.3億（対前年度▲0.20億）

・当初予算編成段階にて、市債借入抑制の方
針「借入は元金償還より少なくする」を厳守
出来た。

・年度末借入金残高259億1,000万
（内訳）
 一般会計169億（対前年度▲9.04億）
 下水道事業47億（対前年度▲1.75億）
 水道事業42億（対前年度+0.06億）
 岩瀬区画1.1億（対前年度▲0.20億）

・当初予算編成段階にて、市債借入抑制の方
針「借入は元金償還より少なくする」を厳守
出来た。

今 後 の 課 題

・社会保障関連経費は、今後も増加が見込ま
れる。但し、老朽化した公共施設の大規模修
繕や更新等も、順次実施する必要有り。

・公共施設更新に必要な財源を、一般財源だ
けで賄う事は難しく、今後も更新額に応じた
市債の借入が見込まれる。

・そのため、公債費（借入金返済）が年度毎
の財政運営を圧迫しないよう、一層の平準化
対策が必要とされている。

・社会保障関連経費は、今後も増加が見込ま
れる。但し、老朽化した公共施設の大規模修
繕や更新等も、順次実施する必要有り。

・公共施設更新に必要な財源を、一般財源だ
けで賄う事は難しく、今後も更新額に応じた
市債の借入が見込まれる。

・そのため、公債費（借入金返済）が年度毎
の財政運営を圧迫しないよう、一層の平準化
対策が必要とされている。

・社会保障関連経費は、今後も増加が見込ま
れる。但し、老朽化した公共施設の大規模修
繕や更新等も、順次実施する必要有り。

・公共施設更新に必要な財源を、一般財源だ
けで賄う事は難しく、今後も更新額に応じた
市債の借入が見込まれる。

・そのため、公債費（借入金返済）が年度毎
の財政運営を圧迫しないよう、一層の平準化
対策が必要とされている。

・社会保障関連経費は、今後も増加が見込ま
れる。但し、老朽化した公共施設の大規模修
繕や更新等も、順次実施する必要有り。

・今後、公共施設の更新に加えて防災行政無
線デジタル化及びごみ処理広域化に伴う多額
の市債の借入が見込まれる。

・そのため、一層計画的な市債借入及び公債
費償還が必要とされている。

・社会保障関連経費は、今後も増加が見込ま
れる。但し、老朽化した公共施設の大規模修
繕や更新等も、順次実施する必要有り。

・今後、公共施設の更新に加えて防災行政無
線デジタル化及びごみ処理広域化に伴う多額
の市債の借入が見込まれる。

・そのため、一層計画的な市債借入及び公債
費償還が必要とされている。

次 年 度 へ の 展 開

・以下2計画を策定し計画的な「借入、公債
費の平準化」を目指す。
　「公共施設個別施設計画」の策定。
　「中期財政計画」の策定。

・以下2計画を策定し計画的な「借入、公債
費の平準化」を目指す。
　「公共施設個別施設計画」の策定。
　「中期財政計画」の策定。

・「公共施設個別施設計画（策定済）」と令
和３年度策定予定の「中期財政計画」を踏ま
え、令和４年度以降の計画的な「借入、公債
費の平準化」を目指す。

公債費管理計画策定
　９月末　Ｒ５予算編成方針の策定に
　　　　　併せ素案策定。
　２月末　Ｒ５予算案上程に併せて
　　　　　計画完成及び公表。

公債費管理計画策定
　６月末　素案策定。
　７月末　計画完成及び公表。

市借入金現在高　（平成29年度末見込み　288億円）

３．持続可能な財政運営

⑤　市借入金現在高の抑制

財政課

全課

　持続可能な財政運営を実施するため、借入金の抑制に努めます。
　また、今後、老朽化した公共施設の大規模修繕や更新等に伴う借入を行う場合も、公債費の平準化に努め、健全な財政運営を行います。
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（２）安定した財源の確保

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 97.2% 97.3% 97.3% 97.4% 97.4%

実　績　値 97.5% 97.7% 97.7% 98.0% 98.4%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・滞納処分の適切な執行（差押え327
件）。
・特別徴収義務者指定の原則を徹底す
る（決定通知書　6,017件）。
・納付書による納税者に対する、口座
振替への変更を依頼（市民税4,791件
資産税12,678件）。

・滞納処分の適切な執行（差押え353件）。
・市民税普通徴収と固定資産税・都市計画税の
最終(納期)の口座振替件数（市民税2,027件
資産税12,725件）。
・特別徴収義務者指定の原則を徹底する（決定
通知書　5,847件）。
・納付書による納税者に対する、口座振替への
変更を依頼（市民税5,548件　資産税12,924
件）。

・滞納処分の適切な執行（差押え241件）。
・納税者の利便性を高め納期内納付向上を図る
ため、納税手段の多様化としキャッシュレス導
入。
・特別徴収義務者指定の原則を徹底する（決定
通知書　6,111件）。
・納付書による納税者に対する、口座振替への
変更を依頼（市民税5,209件　資産税10,384
件）。

・滞納処分の適切な執行（差押え295件）。
・納税者の利便性を高め納期内納付向上を図る
ため、納税手段の多様化としキャッシュレス導
入。
・特別徴収義務者指定の原則を徹底する（決定
通知書　6,137件）。
・納付書による納税者に対する、口座振替への
変更を依頼（市民税5,017件　資産税10,661
件）。

・滞納処分の適切な執行（差押え302件）。
・納税者の利便性を高め納期内納付向上を図る
ため、納税手段の多様化としキャッシュレス導
入。
・特別徴収義務者指定の原則を徹底する（決定
通知書　6,158件）。
・納付書による納税者に対する、口座振替への
変更を依頼（市民税5,109件　資産税10,796
件）。

今 後 の 課 題

・納期限内納付勧奨の充実。
・新たな納税者に対する特別徴収及び
口座振替の更なる拡大。
・現年度徴収率の向上による滞納繰越
額の圧縮。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の確保。

・新規滞納を抑制するための早期対応
として納期限内納付勧奨。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の確保。
・現年度徴収率の向上による滞納繰越
額の圧縮。
・新たな納税者に対する特別徴収及び
口座振替の更なる拡大。

・新規滞納を抑制するための早期対応
として納期限内納付勧奨。
・現年課税分の徴収対策を重点的に強
化し、年度内に完結。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の確保。
・現年度徴収率の向上による滞納繰越
額の圧縮。

・滞納整理率の向上による滞納繰越税
額の圧縮。
・市県民税の特別徴収事業者の拡大
・決済手段の拡充及び口座振替の促進
・納税デジタル化の着実な実施

・滞納整理率の向上による滞納繰越税
額の圧縮。
・市県民税の特別徴収事業者の拡大
・決済手段の拡充及び口座振替の促進
・納税デジタル化の着実な実施

次 年 度 へ の 展 開

・税務署と連携し、特別徴収事業者の
拡大の推進。
・市内各所に口座振替促進や納期内納
税の掲示をすることによる納税勧奨。
・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。

・税務署と連携し、特別徴収事業者の
拡大の推進。
・市内各所に口座振替促進や納期内納
税の掲示をすることによる納税勧奨。
・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。

・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。

・財産調査の充実による納税義務者の
資力把握と整理方針決定の迅速化
・現年度課税分の早期催告による完結
期間の短縮化
・特別徴収事業者への納期内納税勧奨

・財産調査の充実による納税義務者の
資力把握と整理方針決定の迅速化
・現年度課税分の早期催告による完結
期間の短縮化
・特別徴収事業者への納期内納税勧奨

３．持続可能な財政運営

①　適正課税と収納対策

収納課・税務課・国保年金課

－

　財源の確保と税負担の公平性の観点から、以下の取組により収納率の向上を図ります。
　・滞納者に対して督促状・催告書の発送を行うとともに、差押え等の滞納処分を実施します。
　・県税事務所との連携を強化します。
　・特別徴収義務者の指定を徹底し、特別徴収割合を高めます。
　・納付書による納税者に対し、口座振替への変更を依頼します。

市税収納率　（平成28年度実績　97.2％）
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実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

①　適正課税と収納対策

収納課・税務課・国保年金課

－

　財源の確保と税負担の公平性の観点から、以下の取組により収納率の向上を図ります。
　・滞納者に対して督促状・催告書の発送を行うとともに、差押え等の滞納処分を実施します。
　・県税事務所との連携を強化します。
　・特別徴収義務者の指定を徹底し、特別徴収割合を高めます。
　・納付書による納税者に対し、口座振替への変更を依頼します。

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B A A A A

目標指標

目標値 92.6% 92.7% 92.8% 92.9% 93.0%

実　績　値 91.9% 92.7% 93.8% 93.8% 94.4%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 実 績

・納付書による納税者に対する口座振替へ
の変更の依頼（国保税3,851件）。
・現年度課税分について、滞納処分の実施
（差押え79件）。
・短期証交付による納税相談機会の確保
（交付126世帯）
・情報共有の強化

・納付書による納税者に対する口座振替へ
の変更の依頼（国保税2,942件）。
・現年度課税分について、滞納処分の実施
（差押え102件）。
・短期証交付による納税相談機会の確保
（交付123世帯）
・情報共有の強化

・現年度課税分について、滞納処分の
実施（差押え102件）。
・情報共有の強化

・短期証交付による納税相談機会の確
保（交付96世帯）
・現年度課税分について、滞納処分の
実施（差押え 121件）。
・情報共有の強化

・義務教育就学前の子どもの均等割を5
割軽減を実施。（R4.4月～）
・短期証交付による納税相談機会の確
保。（交付185世帯）
・現年度課税分について、滞納処分の
実施（差押え ９８件）。
・情報共有の強化

今 後 の 課 題

・納期内納税勧奨の充実。
・口座振替利用の更なる拡大。
・市税に比較して減少した現年度徴収
率の向上。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の向上
・短期証交付基準の見直し

・納期内納税勧奨の充実。
・口座振替利用の更なる拡大。
・市税に比較して減少した現年度徴収
率の向上。
・短期証及び資格証明書交付基準の見
直し
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の向上

・納期内納税勧奨の充実。
・口座振替利用の更なる拡大。
・市税に比較して減少した現年度徴収
率の向上。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の向上

・納期内納税勧奨の充実。
・口座振替利用の更なる拡大。
・市税に比較して減少した現年度徴収
率の向上。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の向上
・短期証及び資格証明書交付基準の見
直し

・納期内納税勧奨の充実。
・口座振替利用の更なる拡大。
・市税に比較して減少した現年度徴収
率の向上。
・滞納繰越分の適正な処分による公平
性の向上
・短期証及び資格証明書交付基準の見
直し

次 年 度 へ の 展 開

・市内各所に口座振替促進や納期内納
税の掲示をすることによる納税勧奨。
・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。

・市内各所に口座振替促進や納期内納
税の掲示をすることによる納税勧奨。
・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。
・短期証及び資格証明書交付基準を見
直す。

・財産調査の強化及び現年度課税から
の適切な滞納処分を実施。

・財産調査の充実による納税義務者の
資力把握と整理方針決定の迅速化
・現年度課税分の早期催告による完結
期間の短縮化
・短期証及び資格証明書交付基準を見
直す。

・財源確保と税負担の公平性の観点から、
国保税賦課限度額の引き上げ、資産割及び
平等割の廃止を実施する。（R5～）
・短期証及び資格証明書交付基準を見直
す。
・財産調査の充実による納税義務者の資力
把握と整理方針決定の迅速化
・現年度課税分の早期催告による完結期間
の短縮化

国民健康保険税の現年度収納率　（平成28年度実績　92.5％）
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（２）安定した財源の確保 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A B D B D

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 ２件 １件 ０件 3件 0件

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
岩瀬官舎跡地の売却　2,494千円
清和園の土地売却　50,500千円
小須賀団地跡地公売を実施（不成立）

須影八坂公園一部の売却　3,493千円
小須賀団地跡地公売を実施（不成立）

小須賀団地跡地公売を実施（不成立）
旧第五保育所跡地及び旧羽生南学童保
育室跡地の不動産鑑定評価を実施。
旧羽生総合病院跡地の売却先決定。

小須賀団地跡地の宅地以外の用途につ
いて自治会と協議
旧第五保育所跡地の売却　4,800千円
旧羽生南学童保育室跡地の売却
15,407千円
旧羽生総合病院跡地の売却
342,636千円

旧小須賀団地跡地について、住宅以外
の用途について活用方法を検討実施。
また、ほ場整備事業（埼玉型）におい
て、旧村君隔離病舎跡地について事業
の一部として活用できるよう調整実
施。

今 後 の 課 題

小須賀団地跡地については宅地での公
売を継続するが、宅地での公売が困難
な場合、別用途での公売についても検
討が必要である。

小須賀団地跡地については宅地での公
売を実施したが、公売が困難であり、
場合、別用途での公売について地元住
民も含め協議を行っていく必要があ
る。また、新たに普通財産となった土
地・建物についても処分を進めてい
く。

購入の要望があった旧第五保育所跡地
の売却の手続きを進めるとともに、旧
羽生南学童保育室跡地も公売準備を進
め、令和３年度中の売却を目指す。

旧小須賀団地跡地については宅地以外
の用途での公売について、自治会と協
議しつつ、企業誘致推進課やまちづく
り政策課と協力して公売準備を進め、
令和4年度中の売却を目指す。

未利用地処分については、土地の引き
合いがあった場合でも、調整区域では
法令の制限等が強い中、売却まで結び
付かないことが多い。

次 年 度 へ の 展 開

未利用地の処分もしくは貸付を積極的
に行い、財源の確保及び有効活用を図
る。また、小須賀団地跡地は継続的に
公売を検討・実施する。

売却が出来そうな未利用地の鑑定評価
を実施し公売を行い、財源の確保を図
る。また、小須賀団地跡地は継続的に
公売を検討・実施する。

旧小須賀団地跡地の売却について地元
との調整をしながら、再検討を行う。
その他未利用地についても民間にアド
バイスを求めるなどして公売につなげ
られるように努める。

旧小須賀団地跡地の売却について地元
との調整をしながら、再検討を行う。
その他未利用地についても、まちづく
り政策課や企業誘致推進課等、関係各
課からアドバイスを求めるなどして公
売につなげられるように努める。

未利用地台帳及び活用または処分方針
を定めた実施計画を作成し、関係課と
連携の上、活用及び処分を推進する。

未利用財産の処分件数

３．持続可能な財政運営

②　公有財産の活用

財政課

関係各課

　自主財源を確保するため、公有財産の活用を図ります。また、未利用地については、処分に努めます。

＊小須賀団地跡地　６９８９．３１㎡　　その他   ９717．83㎡
＊平成２２～３０年度　未利用地の処分実績　約１億８千３百万円
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（２）安定した財源の確保 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・窓口手数料の見直しを実施
・受益者負担の見直しの実施について
検討会議を開催　使用料、手数料、分
担金、負担金及び実費徴収に関し令和
元年度中に見直し実施を決定
・見直しの基本方針の作成に着手し
た。

・前年度作成した見直しの「基本方
針」に基づき各課への見直しの依頼を
行った。
・各課からの見直しの結果の集計・調
製を実施

・「公の施設の使用料に関する見直し
の結果」について、行政改革推進本部
に付議し審議した。

各使用料の改定（公民館、老人憩の家
については有料化）の実施時期を令和5
年4月に決定。

・使用料改定、公民館等の有料化に係
る条例の改正案を作成
・9月議会に改正条例案を上程しようと
したが、市民の理解が得られていない
との判断により取り下げた。

今 後 の 課 題
・担当課に対し遺漏なく見直し方法
　を伝達すること。
・適正に見直しを実施すること。

・見直し案の採択について各課と適切
に判断すること。

・新型コロナウイルス感染症の影響下
において、適用の時期について慎重に
判断すること。

市民、各施設利用者への適切な周知。
公民館等の有料化に向けた減免規定の
検討。

・使用料改定、公民館等の有料化に係
る市民への説明、事前周知

次 年 度 へ の 展 開

・スケジュール案の適正進行
・行革推進本部及行革推進委員会
　の開催
・見直しの実施

・見直し結果に基づき各課と見直し案
の調整、決定
・コロナ禍における見直し実施時期の
配慮

・見直し実施時期の検討
条例改正等必要な例規の整備
見直し内容の周知

・改めて使用料の見直しに向け検討を
進める。

－

３．持続可能な財政運営

③　使用料・手数料等の受益者負担の適正化

企画課

関係各課

　受益と負担の公平性の確保を図るため、使用料・手数料等の受益者負担の状況を他自治体と比較するなどして検証し、社会情勢や物価の変動等を踏まえ、必要に応じて見直しを実施します。
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（２）安定した財源の確保 

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 52% 56% 60% 64% 68%

実　績　値 52.9% 60.7% 77.1% 77.1% 77.1%

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・企業立地セミナーin大阪に参加し、関
西の企業に向けて羽生市をPR。
・（北袋）平成31年1月に12号指定解
除について地元説明会を実施。

（北袋地区について）
　12号指定解除を告示。令和２年１２
月末が期限。
（上岩瀬地区について）
　すべての地権者から合意書を取得し、
正式に事業化された。
（オーダーメイド方式について）
　３か所指定。開発面積約5.5ha。

（北袋地区について）
　令和2年12月28日で12号指定が解
除。立地企業14社
（上岩瀬地区について）
　全地権者と土地売買交渉を行い、全員
と契約が完了。
（オーダーメイド方式について）
　物流系３か所で建築工事中。

（北袋地区について）
　令和2年12月28日で12号指定が解
除。立地企業14社
（上岩瀬地区について）
企業局による整備工事及び、市施工分の
アクセス道路の拡幅整備工事着手。
（オーダーメイド方式について）
物流系２か所竣工、１か所工事中、３か
所追加指定。

（北袋地区について）
　令和2年12月28日で12号指定が解除。立地
企業14社
（上岩瀬地区について）
　産業団地整備事業が完了し、立地企業への土地
引渡しが完了。
（オーダーメイド方式について）
　７か所指定、５か所竣工済。
【市全体における効果】
　令和４年度においては、固定資産税額等で約１
億３千万円の効果があった。

今 後 の 課 題

（北袋地区について）
　平成15年度に指定区域となって以
降、8社が進出したが土地利用率は約
53％にとどまっている。
　主な原因としては地権者の意見がまと
まっていないためであり、今後も早期の
合意形成は見込めず、新たな企業誘致に
結びつきにくい。
　平成31年度末での指定解除を説明し
たが、地元からは指定期間の延長を求め
られており、現在も協議中。

（北袋地区について）
　土地利用率は目標値を超えているが、
依然として約60％にとどまっている。
期限が限られている中で、どれだけ多く
の企業を誘致できるのかが課題。
（上岩瀬地区について）
　新型コロナウィルスの影響で、地権者
との交渉や、県企業局等との打合せにど
のような影響があるのか考慮しながら、
事業を進めていく。

（上岩瀬地区について）
企業局で設計した施設の細部にわたる部
分が確定されていない施設があり、設計
を確定しなければならない。また、継続
して企業局を含め関係機関との協議を行
う。

（上岩瀬地区について）
工事の進捗に遅れが生じないように、企
業局と市で連携を図りながら、工事を実
施していく。

（上岩瀬地区について）
　立地企業が建築物の建築工事に早期に
着手し、完了及び操業できるようにす
る。
【市全体での課題】
　既存の工業団地等は全て活用済みのた
め、企業誘致を推進するための用地不足
を解消し、工業・産業用地の確保に努め
る必要がある。

次 年 度 へ の 展 開

（北袋地区について）
　今後も協議を続けていく。
（上岩瀬地区について）
　埼玉県企業局により、上岩瀬地区が産
業団地として適しているか調査・検討が
行われ、平成31年4月に同地区が産業誘
導地区に選定された。
　次年度は地権者と交渉して用地買収の
取りまとめなどを行う。

（北袋地区について）
　12号指定の期限である令和2年12月
末まで、当該地区への企業誘致を進めて
いく。
（上岩瀬地区について）
　可能な限り早期に地権者との契約をま
とめると共に、県との開発協議を進めて
造成工事の早期着手を目指す。

（北袋地区について）
立地企業稼働開始後、優遇制度の活用促
進。
（上岩瀬地区について）
企業局による造成及び施設整備工事と市
による上下水道管布設工事及びアクセス
道路工事との工事間調整を図りつつ円滑
に工事を推進していく。

（北袋地区について）
立地企業稼働開始後、優遇制度の活用促
進。
（上岩瀬地区について）
令和４年度中の立地予定企業への土地の
引渡しに向け、各工事間で調整を図り、
工事を推進し完了を目指す。

（北袋地区について）
　企業稼働開始後、優遇制度活用促進
（上岩瀬地区について）
　立地企業が建築物の建築工事に早期に
着手し、完了するように、関係各課と連
携し必要な支援を行う。
【市全体における展開】
　北袋地区以外にも適用される企業誘致
優遇制度の充実を図る。

北袋地区(都市計画法第34条第12号指定区域)における企業立地割合（平成29年10月1日現在　47％）

３．持続可能な財政運営

④　企業誘致の促進

企業誘致推進課

関係各課

　地域経済の発展や雇用拡大のため、企業立地優遇制度の周知及び充実を図り、企業ニーズに合った取組を実施するなど、市内への企業誘致を積極的に推進します。
　具体的には、羽生市のＰＲと企業立地優遇制度を周知するため、企業へのダイレクトメールの発送や訪問を継続して実施し、また、企業と自治体のマッチングを図る企業立地セミナーに参加し、近隣だけで
はなく、遠方の企業にも羽生市の存在をアピールします。
　また、北袋地区においては、開発意向のある地権者とそうでない地権者の土地が混在し、整然とした開発が出来ていないため、不動産事業者等と連携を図り、企業誘致を行いやすい土地に取りまとめていく
よう努めます。
　＊平成２９年度北袋地区（都市計画法第３４条第１２号指定区域）における 企業誘致面積　４．７ha
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（２）安定した財源の確保

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B A A A A

目標指標

目標値 ５，５００万円 ５，５００万円 ⇒ ⇒ ⇒

実　績　値 ４，７０４万円 ８，５８４万円 １億８,７９７万円 1億7,086万円 1億9,868万

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

広報、ホームページにおいて各種有料
広告掲載の募集を実施した。
広報誌広告掲載　　　2,750千円
ふるさと応援寄附　　8,434千円
ＨＰバナー広告　　　840千円
事務用品広告掲載　　170千円
公共施設有料広告　　451千円
自動販売機設置貸付　3,937千円
太陽光発電事業　　　30,461千円

広報、ホームページにおいて各種有料
広告掲載の募集を実施した。
広報誌広告掲載　　　3,000千円
ふるさと応援寄附　　47,584千円
ＨＰバナー広告　　　810千円
事務用品広告掲載　　170千円
公共施設有料広告　　451千円
自動販売機設置貸付　3,930千円
太陽光発電事業　　　29,899千円

広報、ホームページにおいて各種有料
広告掲載の募集を実施した。
広報誌広告掲載　　　 3,170千円
ふるさと応援寄附　152,167千円
ＨＰバナー広告　　　　 630千円
事務用品広告掲載　　　 170千円
公共施設有料広告　　　 451千円
自動販売機設置貸付　 2,893千円
太陽光発電事業　　  28,491千円

広報、ホームページにおいて各種有料
広告掲載の募集を実施した。
広報誌広告掲載　　　 3,380千円
ふるさと応援寄附　140,776千円
ＨＰバナー広告　　　　 540千円
事務用品広告掲載　　　 170千円
公共施設有料広告　　　 451千円
自動販売機設置貸付　 2,707千円
太陽光発電事業　　  22,836千円

広報、ホームページにおいて各種有料
広告掲載の募集を実施した。
広報誌広告掲載　　　 3,300千円
ふるさと応援寄附　166,460千円
ＨＰバナー広告　　　　 480千円
事務用品広告掲載　　　 170千円
公共施設有料広告　　　 451千円
自動販売機設置貸付　 2,437千円
太陽光発電事業　　  25,384千円

今 後 の 課 題

一定の収入は確保できているが、制度
見直しのあったふるさと応援寄附金の
収入が大幅に減少していることから、
納税目標額到達に向けた新たな財源確
保のための調査・研究を行う。

ふるさと応援寄附で多額の収入があっ
たことから目標値に到達したが、今後
公共施設有料広告の減少することも予
想されることから財源確保が課題であ
る。

ふるさと応援寄附は大幅な収入増と
なったが、その他の有料広告収入は減
少しているため、施設のネーミングラ
イツ導入等の新たな財源の確保を目指
す。

全体的に収入が減少していることか
ら、施設のネーミングライツ導入を検
討し、新たな財源の確保を目指す。

一定の収入は確保できているものの、
ふるさと応援寄附が大きなウェイトを
占めており、それ以外が減少傾向であ
ることから、新たな財源確保が課題と
なる。

次 年 度 へ の 展 開

引き続き収入を確保できるよう働きか
けるとともに、広告媒体や自動販売機
の設置場所等の新たな財源確保を検討
する。

引き続き収入を確保できるよう、広告
設置についての働きかけを検討する。
また他自治体の取組等について調査を
行う。

ネーミング・ライツに関しての課題を
整理し、要綱等の策定に取り組む。

ネーミング・ライツに関しての課題を
整理し、要綱等の策定に取り組む。

新たな財源の確保を検討し、積極的に
実施します（広告収入、駅自由通路活
用募集、企業版ふるさと納税活用）。

確保した自主財源の額　（平成28年度実績　5,497万円）

３．持続可能な財政運営

⑤　新たな財源確保の検討

財政課

関係各課

　自主財源を確保するため、現在実施している下記の取組に加え、施設命名権付与（ネーミング・ライツ）など、新たな財源の確保策を積極的に検討し、適宜実施します。

　＊広報誌広告掲載、ふるさと応援寄附、ホームページバナー広告掲載、
　　事務用品広告掲載（封筒）、公共施設の有料広告（モニター広告放映・広告付案内板等）、公募入札による公共施設への自動販売機設置、
　　太陽光発電事業
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（３）公共施設等総合管理計画による施設の最適化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 準備 実施 ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

30.0% 60% 100% 100% 100%

計画の策定作業  計画の策定 計画の策定 計画の改訂 計画計画の改訂

実　績　値 30.0% 60.0% 100% 100% 100%

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

6月に広報・ホームページ、8月以降市
民座談会において、個別施設計画策定
についての事前周知を実施した。ま
た、個別施設計画策定方針を決定する
とともに、所管課による各施設の方針
シートを作成した。
計画対象施設である清和園について
は、民間へ譲渡した。

所管課と施設の集約化・複合化・廃止
等について協議を行うとともに、施設
方針シートや簡易劣化調査を基に、個
別施設計画案を策定した。

公共施設個別施設計画案について市民
会議及びパブリック・コメントにより
意見を聴取した上、同計画の策定が完
了した。

策定済みの公共施設等総合管理計画及
び公共施設個別施設計画について、市
民会議及びパブリック・コメントによ
り意見を聴取した上、各計画の改訂が
完了した。

・リーディングプロジェクトの推進。
市民プラザへ女性センター機能を移
転。保育所再編：新設保育所工事着
手。小学校再配置事業着手（井泉小、
村君小、三田ヶ谷小）。
・跡地利用検討着手（三田ヶ谷小、村
君小）

今 後 の 課 題
各施設の集約・複合化等について必要
な範囲で専門部会を開催し意見を集約
を行い、個別施設計画案を作成する。

羽生市公共施設等総合管理計画市民会
議での意見聴取、パブリック・コメン
トを実施する。保育所については統廃
合計画を策定する。また、学校施設に
ついては、適正規模・適正配置に関す
る基本方針を策定する。

財政状況を踏まえながら、計画の実施
に向けた進捗管理を行い、適宜計画の
改訂を進める。

財政状況を踏まえながら、計画の実施
に向けた進捗管理を行い、適宜計画の
改訂を進める。

・公共施設統廃合については、利用者
等との事前調整等が重要となるが、そ
の分、多くの時間を要す。

次 年 度 へ の 展 開

市民による検討委員会を組織し、個別
施設計画案について検討を行い、計画
策定を進める。また、施設の統廃合に
ついては、市として方向性が決定した
ものについては、計画策定前であって
も前倒しで着手する。

公共施設個別施設計画を策定する。
また、市として施設の方向性が決定し
たものについては、計画策定前であっ
ても前倒しで着手する。

学校施設に関して適正規模・適正配置
に関する基本方針を反映した個別施設
計画の改訂を行う。

学校施設に関して適正規模・適正配置
に関する基本方針を反映した個別施設
計画の改訂を行う。

・引き続き、公共施設総合管理計画に
沿って適正配置等を進めます。
①公立保育所再編（第6.7統合新設R7
開園等）
②小学校適正配置推進（井泉小、三
田ヶ谷小、村君小R7再配置）。

目標値

３．持続可能な財政運営

①　公共施設の統廃合の推進

財政課

施設所管課

羽生市公共施設等総合管理計画に基づき、羽生市公共施設個別計画を策定し、統廃合を推進していきます。

羽生市公共施設個別計画の策定及び実施
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（３）公共施設等総合管理計画による施設の最適化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 準備 ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A B C C C

目標指標

目標値 — － － — —

実　績　値

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
施設カルテの作成・収集により、各施
設毎の経費等情報の更新を行った。

各施設の経費等情報の整理を行った。
施設カルテにより、各施設の経費情報
の収集・更新を行った。

施設カルテにより、各施設の経費情報
の収集・更新を行った。

施設カルテにより、市民文化系施設や
社会教育系施設等の54施設の経費情報
の収集・更新を行った。

今 後 の 課 題
現行の羽生市公共施設白書の内容を踏
まえ、施設運営経費等の現況分析調査
を実施する。

羽生市公共施設個別施設計画の策定に
合わせて、公共施設白書の更新を進め
る。

羽生市公共施設個別施設計画の内容を
反映する形で記載する情報内容の精査
を進めながら、公共施設白書の内容更
新を進める。

羽生市公共施設個別施設計画の内容を
反映する形で記載する情報内容の精査
を進めながら、公共施設白書の内容更
新を進める。

羽生市公共施設個別施設計画の内容を
反映する形で記載する。また、情報内
容の精査を進めながら、公共施設白書
の内容更新を進める。

次 年 度 へ の 展 開

「羽生市公共施設等総合管理計画」の
改定を見据え、羽生市公共施設白書の
更新及び市ホームページでの公表に取
り組む。

羽生市公共施設白書の更新及び市ホー
ムページでの公表に取り組む。

羽生市公共施設白書の更新及び市ホー
ムページでの公表に取り組む。

羽生市公共施設白書の更新及び市ホー
ムページでの公表に取り組む。

公共施設個別施設計画を基礎とした各
施設の修繕・改修計画を作成し、計画
に基づいた維持管理を実施します。

－

３．持続可能な財政運営

②　公共施設の計画的な保全と維持管理

財政課

施設所管課

　公共施設の計画的な保全と維持管理を推進していくため、羽生市公共施設白書の改訂を行い、市ホームページにおいて公表していきます。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 △未着手 △未着手 C B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
見直しの実施時期について検討は行っ
たが、実際の実施については見送っ
た。

見直しの実施時期について検討は行っ
たが、実際の実施については見送っ
た。

・令和２年度事業について、事業の再
構築を行った。
・令和３年度予算編成において、コロ
ナ禍における税収に備え、臨時的に事
業の効率化を行った。
・令和3年度の事務事業の見直しの実施
に向けて、実施方法等の検討を行っ
た。

・令和２年度事業について、対象事業
を選定の上、事務事業の見直し（事務
事業評価）を行った。
・令和４年度予算編成において、コロ
ナ禍における税収に備え、臨時的に事
業の効率化を行った。

令和３年度事業について、対象事業を
選定の上、事務事業の見直し（事務事
業評価）を行った。

今 後 の 課 題
各課への事務負担を抑えつつ、適正に
見直しを実施すること

各課への事務負担を抑えつつ、適正に
見直しを実施すること

各課への事務負担を抑えつつ、適正に
見直しを実施すること

各課への事務負担を抑えつつ、適正に
見直しを実施すること

各課への事務負担を抑えつつ、適正に
見直しを実施すること

次 年 度 へ の 展 開
・対象事務事業の洗い出し
・実施スケジュールの策定

再構築できる事業について各課に検討
依頼を実施する。

令和３年６月頃に事務事業の見直しを
実施予定

令和４年６月頃に事務事業の見直し
（事務事業評価）を実施予定

・令和５年６月頃に事務事業の見直し
（事務事業評価）を実施予定
・第７次総合振興計画の策定に向けて
実施を予定している全事務事業を対象
とした評価の実施方法を検討する。

－

４．行政経営の効率化

①　事務事業の見直し

企画課

全課

　すべての事務事業について現状及び課題の把握を行い、市民サービスに対する優先度や貢献度の視点で将来における必要性を分析します。
　また、縮小・統合・廃止を含めた見直しを行い、当該事務事業の方向性を定め、その結果を実行します。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・総合振興計画前期基本計画に位置付
けている４２施策について、実施計画
と連動した施策評価を計画どおり実施
した。
・行政改革推進委員会による外部評価
を実施したのち、市議会への報告及び
ホームページでの公表を行い、周知を
図った。

・従来の年度途中における暫定評価を
改めるため、当該年度終了後、確定評
価する方法に改めた。

・総合振興計画前期基本計画に位置付
けている４２施策について、実施計画
と連動した施策評価を計画どおり実施
した。
・行政改革推進委員会による外部評価
を実施したのち、市議会への報告及び
ホームページでの公表を行い、周知を
図った。

・総合振興計画前期基本計画に位置付
けている４２施策について、実施計画
と連動した施策評価を計画どおり実施
した。
・行政改革推進委員会による外部評価
を実施したのち、市議会への報告及び
ホームページでの公表を行い、周知を
図った。

・総合振興計画前期基本計画に位置付
けている４２施策について、実施計画
と連動した施策評価を計画どおり実施
した。
・行政改革推進委員会による外部評価
を実施したのち、市議会への報告及び
ホームページでの公表を行い、周知を
図った。

今 後 の 課 題
外部評価を次年度に生かす仕組みが不
存在

外部評価を次年度に生かす仕組みが不
存在

外部評価を次年度に生かす仕組みが不
存在

外部評価を次年度に生かす仕組みが不
存在

外部評価を次年度に生かす仕組みが不
存在

次 年 度 へ の 展 開
外部評価を受けた課が次年度の取組に
どのように行動を起こしたかを把握す
る。

外部評価を受けた課が次年度の取組に
どのように行動を起こしたかを把握す
る。

外部評価を受けた課が次年度の取組に
どのように行動を起こしたかを把握す
る。

外部評価を受けた課が次年度の取組に
どのように行動を起こしたかを把握す
る。

総合振興計画後期基本計画への移行に
合わせ、評価方法とその評価を各取組
に反映させる方策を検討する。

－

４．行政経営の効率化

②　ＰＤＣＡサイクルの実施

企画課

全課

　市の行政経営を検証し改善することにより、市民に質の高いサービスを提供できるよう、第６次羽生市総合振興計画前期基本計画に位置づけている４２施策について、実施計画と連動した施策評価を実
施します。
　また、評価を実施する際には、市民目線による客観性、信頼性、公平性確保の観点から外部評価委員を含む評価を実施します。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・総合振興計画前期基本計画の着実な
実現を図るため、調整会議において事
業導入審査を実施した。
・調整会議に付議する案件の検討段階
から財政課と連携することにより、早
い段階で各課の事業を把握することが
でき、効果的・効率的な資源分配に寄
与した。
【1回目】　40件中8件を調整会議に付
議
【2回目】　26件中7件を調整会議に付
議

・総合振興計画前期基本計画の着実な
実現を図るため、調整会議において事
業導入審査を実施した。
・調整会議に付議する案件の検討段階
から財政課と連携することにより、早
い段階で各課の事業を把握することが
でき、効果的・効率的な資源分配に寄
与した。
【1回目】　23件中7件を調整会議に付
議
【2回目】　19件中4件を調整会議に付
議

・総合振興計画前期基本計画の着実な
実現を図るため、調整会議において事
業導入審査を実施した。
・調整会議に付議する案件の検討段階
から財政課と連携することにより、早
い段階で各課の事業を把握することが
でき、効果的・効率的な資源分配に寄
与した。
【1回目】　15件中5件を調整会議に付
議
【2回目】　30件中6件を調整会議に付
議

・総合振興計画前期基本計画の着実な実現
を図るため、調整会議において事業導入審
査を実施した。
・調整会議に付議する案件の検討段階から
財政課と連携することにより、早い段階で
各課の事業を把握することができ、効果
的・効率的な資源分配に寄与した。
・点数制を導入し事業の優先順位に基づき
予算化の検討をした。
【1回目】　30件中8件を調整会議に付議
【2回目】　33件中7件を調整会議に付議

・総合振興計画前期基本計画の着実な実現を図
るため、調整会議において事業導入審査を実施
した。
・調整会議に付議する案件の検討段階から財政
課と連携することにより、早い段階で各課の事
業を把握することができ、効果的・効率的な資
源分配に寄与した。
・点数制を導入し事業の優先順位に基づき予算
化の検討をした。
・ふるさと応援寄附基金を活用し魅力ある事業
の導入を促した。
【1回目】　33件中7件を調整会議に付議
【2回目】　43件中8件を調整会議に付議
【3回目】　2件中2件を調整会議に付議

今 後 の 課 題
調整会議及び経営会議を通過した事業
でも、予算がつかなかったという事例
があった。

新しい事業導入の審査だけでは、市の
負担を抑制することが難しくなってい
る。既存の事業をスクラップ又は再構
築することが必要

・経営会議で採択された事業の予算化
について

新しい事業導入の審査だけでは、市の
負担を抑制することが難しくなってい
る。既存の事業をスクラップ又は再構
築することが必要

新規事業を導入するだけでなく、同時に既
存事業の廃止や改善について検討すること
が重要である。

次 年 度 へ の 展 開

限られた予算の中で新たな事業を始め
るためには既存の事業のスクラップが
必要。各課においてはそれを念頭に新
規事業の導入について検討してもら
う。

既存の事業を見直しした上で、新事業
を検討するような仕組みづくりを検討

既存の事業を見直しした上で、新事業
を検討するような仕組みづくりを検討

・既存の事業を見直しした上で、新事
業を検討するような仕組みづくりを検
討
・職員の創意工夫を促し、市民サービ
スの向上につながる魅力ある新規事業
の導入を検討するような仕組みづくり
を検討

採択された事業を予算化する為に、既存事
業の見直しが必要である。制度については
定着しており、新たにスクラップビルドの
視点での実施項目を検討。

－

４．行政経営の効率化

③　事業導入審査制度の適正な運用

企画課

全課

　新たに事業を実施するときや、制度変更により市の負担が大きくなる場合に、事業の採択の可否を協議するため、事業導入審査制度を実施しています。
　資源（ヒト・モノ・カネ）の効率的・効果的な配分を図り、最小の経費で最大の効果を発揮できるよう、厳格な審査を継続して実施します。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 △未着手 △未着手 D D D

目標指標

目標値 — — — — —

実　績　値 — — — — —

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
補助金見直しについて検討したが、使
用料・手数料等の受益者負担の見直し
を優先して取り組むこととなった。

使用料・手数料の受益者負担を優先す
る方向性により未着手

交付基準等の改訂は行わなかったが、
令和3年度予算調整時に臨時的な見直し
を実施した。

交付基準等の改訂は行わなかったが、
令和4年度予算調整時に臨時的な見直し
を実施した。

交付基準等の改訂は行わなかったが、
令和5年度予算調整時に臨時的な見直し
を実施した。

今 後 の 課 題
補助金見直しに係る事務負担と
見直しから得られる効果の把握

補助金見直しに係る事務負担と
見直しから得られる効果の把握

補助金見直しに係る事務負担と
見直しから得られる効果の把握

補助金見直しに係る事務負担と
見直しから得られる効果の把握

各補助金の交付基準、適正額、必要性
等の評価

次 年 度 へ の 展 開
見直し方針及び
実施スケジュールの策定

見直し方針及び
実施スケジュールの策定

見直し方針及び
実施スケジュールの策定

見直し方針及び
実施スケジュールの策定

見直し方針及び
実施スケジュールの策定

,

－

４．行政経営の効率化

④　補助金等の整理・合理化

企画課

関係各課

　補助金等交付基準の改訂を行い、それに基づき、補助金等の必要性や効果などを客観的に評価し、必要に応じて見直しを実施します。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 32億200万円 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実　績　値 31億7,500万円 31億6,900万円 32億200万円 31億4,000万円 31億6,300万円

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
職員数の適正化や時間外勤務の削減の
取り組みにより総人件費を抑制した。

職員数の適正化や時間外勤務の削減の
取り組みにより総人件費を抑制した。

職員数の適正化や時間外勤務の削減の
取り組みにより総人件費を抑制した。

職員数の適正化や時間外勤務の削減の
取り組みにより総人件費を抑制した。

職員数の適正化や時間外勤務の削減の
取り組みにより総人件費を抑制した。

今 後 の 課 題

多様化する市民ニーズや行政課題への
対応、さらに再任用職員の採用状況を
考慮し、適正な職員数を確保すること
が必要となる。

多様化する市民ニーズや行政課題への
対応、さらに再任用職員の採用状況を
考慮し、適正な職員数を確保すること
が必要となる。

多様化する市民ニーズや行政課題への
対応、さらに再任用職員の採用状況を
考慮し、適正な職員数を確保すること
が必要となる。

多様化する市民ニーズや行政課題への
対応、さらに再任用職員の採用状況を
考慮し、適正な職員数を確保すること
が必要となる。

多様化する市民ニーズや行政課題への
対応、さらに再任用職員の採用状況を
考慮し、適正な職員数を確保すること
が必要となる。

次 年 度 へ の 展 開

国の制度改正等により総人件費の増減
が生じることがあるが、引き続き職員
数の適正化（実働400人体制）を図る
ことにより、総人件費の抑制に努め
る。

国の制度改正等により総人件費の増減
が生じることがあるが、引き続き職員
数の適正化（実働400人体制）を図る
ことにより、総人件費の抑制に努め
る。

国の制度改正等により総人件費の増減
が生じることがあるが、引き続き職員
数の適正化（実働400人体制）を図る
ことにより、総人件費の抑制に努め
る。

国の制度改正等により総人件費の増減
が生じることがあるが、引き続き職員
数の適正化（実働400人体制）を図る
ことにより、総人件費の抑制に努め
る。

国の制度改正等により総人件費の増減
が生じることがあるが、引き続き職員
数の適正化（実働400人体制）を図る
ことにより、総人件費の抑制に努め
る。

総人件費　（平成28年度実績　32億200万円）

４．行政経営の効率化

⑤　総人件費の抑制

総務課

全課

　第４次定員適正化計画に基づき、職員数の適正化（実働４００人体制）を図ることにより、人件費の抑制に努めます。
　また、国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告による給与制度に準じた運用を行うことにより、給与等の適正化に努め、広報誌やホームページで分かりやすく公表します。
　なお、平成２８年度より、市全体で時間外勤務の２割削減（平成２７年度比）に取り組んでいることから、今後は、決算ベースで平成２８年度の決算額以下になるよう取り組みます。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B A B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
平成26年度に非常勤特別職の報酬額を
国の基準と同額に改定したため、平成
30年度は見直しを実施しなかった。

2020年度から運用が開始となる会計年
度任用職員制度に伴い、非常勤特別職
の再設定（新規設定・廃止）を実施し
た。

平成26年度に非常勤特別職の報酬額を
国の基準と同額に改定したため、令和2
年度は見直しを実施しなかった。

平成26年度に非常勤特別職の報酬額を
国の基準と同額に改定したため、令和
３年度は見直しを実施しなかった。

平成26年度に非常勤特別職の報酬額を
国の基準と同額に改定したため、令和
４年度は見直しを実施しなかった。

今 後 の 課 題
2020年度から運用が開始となる会計年
度任用職員制度に伴い、非常勤特別職
の再設定を行う必要がある。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する必要がある。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する必要がある。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する必要がある。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する必要がある。

次 年 度 へ の 展 開

勤務内容や近隣自治体の動向を踏まえ
て、2020年度から運用が開始となる会
計年度任用職員制度に伴う非常勤特別
職の再設定を行う。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する。

対象者、審議内容、勤務内容、他市の
状況等を勘案し、必要に応じて見直し
を実施する。

－

４．行政経営の効率化

⑥　非常勤特別職の報酬等の見直し

総務課

関係各課

　審議会や委員会などの非常勤特別職の報酬等の適正化を図るため、対象者、審議内容、勤務内容、他市の状況等を勘案し、必要に応じて見直しを実施します。
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（１）効率的・効果的な行政経営

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B C A A B

目標指標

目標値 35,000時間 － － － －

実　績　値 36,624時間 37,019時間 27,999時間 27,264時間 34,715時間

取組目標効果額 20,000千円 － － — —

効　果　額 14,750千円 11,157千円 34,755千円 35,997千円 18,822千円

取 組 状 況

時間外勤務時間及び手当の２割削減を目
標に取り組んだ。
時間外勤務時間36,624時間
時間外勤務手当85,259千円

時間外勤務時間及び手当の２割削減を目
標に取り組んだ。
時間外勤務時間37,019時間
時間外勤務手当88,852千円

時間外勤務時間及び手当の２割削減を目
標に取り組んだ。
時間外勤務時間27,999時間
時間外勤務手当65,254千円

時間外勤務時間及び手当の２割削減を目
標に取り組んだ。
時間外勤務時間27,264時間
時間外勤務手当64,012千円

時間外勤務時間及び手当の２割削減を目
標に取り組んだ。
時間外勤務時間34,715時間
時間外勤務手当81,187千円

今 後 の 課 題
引き続き、業務の効率化の意識向上によ
る時間外勤務時間及び手当の削減を図る
必要がある。

引き続き、業務の効率化の意識向上によ
る時間外勤務時間及び手当の削減を図る
必要がある。

引き続き、業務の効率化の意識向上によ
る時間外勤務時間及び手当の削減を図る
必要がある。

引き続き、業務の効率化の意識向上によ
る時間外勤務時間及び手当の削減を図る
必要がある。

引き続き、業務の効率化の意識向上によ
る時間外勤務時間及び手当の削減を図る
必要がある。

次 年 度 へ の 展 開

平成30年度に試行していた羽生版フ
レックスタイム制度を本格実施し、さら
なる時間外勤務時間及び手当の削減を図
る。

本格実施となった時差勤務制度やノー残
業デーの徹底を行い、時間外勤務時間及
び手当の削減を図る。
会議等について開催時間の短縮化や出席
職員の絞り込みを行い、事務の効率化を
図る。

時差勤務制度の活用や従来のノー残業
デーに加えプレミアムノー残業デーを新
たに設け、時間外勤務時間及び手当の削
減を図る。
会議等について開催時間の短縮化や出席
職員の絞り込みを行い、事務の効率化を
図る。

時差勤務制度の活用や従来のノー残業
デーに加えプレミアムノー残業デーを行
い、時間外勤務時間及び手当の削減を図
る。
会議等について開催時間の短縮化や出席
職員の絞り込みを行い、事務の効率化を
図る。

時差勤務制度の活用や従来のノー残業
デーに加えプレミアムノー残業デーを行
い、時間外勤務時間及び手当の削減を図
る。
会議等について開催時間の短縮化や出席
職員の絞り込みを行い、事務の効率化を
図る。

４．行政経営の効率化

⑦　経費の節減・合理化

総務課・財政課

全課

　会議等において資料の事前配布や終了時間の設定などを実施し、会議時間の短縮化を図るとともに資料の内容・構成を工夫し、簡素化に努めます。
　また、時間外勤務については、平成２７年度実績（時間外勤務44,008時間、100,009千円）の２割削減を目標に取り組んでおり、引き続き業務の効率化の意識向上に取り組んでいきます。
　更に、必要に応じてシーリング方式※の予算編成を実施し、全庁的な経常経費の削減を促します。

時間外勤務時間数・時間外手当額　平成27年度比
（平成27年度実績　44,008時間、100,009千円）
（平成28年度実績　38,056時間、 88,438千円）
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実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

⑦　経費の節減・合理化

総務課・財政課

全課

　会議等において資料の事前配布や終了時間の設定などを実施し、会議時間の短縮化を図るとともに資料の内容・構成を工夫し、簡素化に努めます。
　また、時間外勤務については、平成２７年度実績（時間外勤務44,008時間、100,009千円）の２割削減を目標に取り組んでおり、引き続き業務の効率化の意識向上に取り組んでいきます。
　更に、必要に応じてシーリング方式※の予算編成を実施し、全庁的な経常経費の削減を促します。

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 50億円 － － － －

実　績　値 50億円 51億円 53億円 53億円 54億円

取組目標効果額 － － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 実 績

【人件費（職員給）】
　平成29年度2,118,392千円
　平成28年度2,095,143千円
　　23,249千円増（1.1％増）

【物件費】
　平成29年度2,965,531千円
　平成28年度2,950,335千円
　　15,196千円増（0.5％増）

【人件費（職員給）】
　平成30年度2,133,400千円
　平成29年度2,118,392千円
　　15,008千円増（0.7％増）

【物件費】
　平成30年度2,997,078千円
　平成29年度2,965,531千円
　　31,547千円増（0.1％増）

【人件費（職員給）】
　令和 元 年度2,200,861千円
　平成30年度2,133,400千円
　　67,4６1千円増（3.1％増）

【物件費】
　令和 元 年度3,103,084千円
　平成30年度2,997,078千円
　106,006 千円増（3.5％増）

【人件費（職員給）】
　令和 ２ 年度2,183,972千円
　令和 元 年度2,200,861千円
　　16,889千円減（0.7％減）

【物件費】
　令和 ２ 年度3,069,260千円
　令和 元 年度3,103,084千円
　　33,824 千円減（1.1％減）

【人件費（職員給）】
　令和 ３ 年度2,216,335千円
　令和 ２ 年度2,183,972千円
　　32,363千円増（1.5％増）

【物件費】
　令和 ３ 年度3,187,506千円
　令和 ２ 年度3,069,260千円
　　118,246 千円増（3.7％増）

今 後 の 課 題

【人件費】会計年度任用職員制度（R2
年度から開始）、国働き方改革、退職手
当等、人件費増減に大きな影響を与える
案件が年度毎に見込まれる。目標達成出
来るよう、随時の個別対応を要す。

【物件費】賃金（180,435千円）、委
託料（1,607,765千円）は特に単価上
昇傾向。目標達成には部分的な業務の見
直しを要す。

【人件費】会計年度任用職員制度（R2
年度から開始）、国働き方改革、退職手
当等、人件費増減に大きな影響を与える
案件が年度毎に見込まれる。目標達成出
来るよう、随時の個別対応を要す。

【物件費】賃金（195,997千円）、委
託料（1,632,753千円）は特に単価上
昇傾向。目標達成には部分的な業務の見
直しを要す。

【人件費】会計年度任用職員制度（R2
年度から開始）、国働き方改革、退職手
当等、人件費増減に大きな影響を与える
案件が年度毎に見込まれる。目標達成出
来るよう、随時の個別対応を要す。

【物件費】賃金（211,659千円）、委
託料（1,626,845千円）は特に単価上
昇傾向。目標達成には部分的な業務の見
直しを要す。

【人件費】会計年度任用職員制度（R2
年度から開始）、国働き方改革、退職手
当等、人件費増減に大きな影響を与える
案件が年度毎に見込まれる。目標達成出
来るよう、随時の個別対応を要す。

【物件費】委託料（1,656,517千円）
は特に単価上昇傾向。目標達成には部分
的な業務の見直しを要す。

【人件費】会計年度任用職員制度（R2
年度から開始）、国働き方改革、退職手
当等、人件費増減に大きな影響を与える
案件が年度毎に見込まれる。目標達成出
来るよう、随時の個別対応を要す。

【物件費】委託料（2,038,391千円）
は特に新型コロナウイルス対策関連業務
の増加と単価上昇傾向。目標達成には部
分的な業務の見直しを要す。

次 年 度 へ の 展 開

【人件費】会計年度任用職員制度の導入
等、増減影響の大きな案件もあるが、実
質的な人件費増に繋がらないよう運用設
計を図る。

【物件費】シーリング予算の実施、業務
の見直し等を進める事で、引き続き物件
費の抑制を図る。

【人件費】会計年度任用職員制度の運用
等、増減影響の大きな案件もあるが、実
質的な人件費増に繋がらないよう運用設
計を図る。

【物件費】シーリング予算の実施、業務
の見直し等を進める事で、引き続き物件
費の抑制を図る。

【人件費】会計年度任用職員制度の運用
等、増減影響の大きな案件もあるが、実
質的な人件費増に繋がらないよう運用設
計を図る。

【物件費】シーリング予算の実施、業務
の見直し等を進める事で、引き続き物件
費の抑制を図る。

【人件費】会計年度任用職員制度の運用
等、増減影響の大きな案件もあるが、実
質的な人件費増に繋がらないよう運用設
計を図る。

【物件費】シーリング予算の実施、業務
の見直し等を進める事で、引き続き物件
費の抑制を図る。

【人件費】会計年度任用職員制度の運用
等、増減影響の大きな案件もあるが、実
質的な人件費増に繋がらないよう運用設
計を図る。

【物件費】シーリング予算の実施、業務
の見直し等を進める事で、引き続き物件
費の抑制を図る。

人件費及び物件費　（平成28年度実績　普通会計決算　50億円）
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 400人 － － － －

実　績　値 393人 392人 389人 391人 391人

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

定員適正化計画に基づいて、職員の適
正配置及び計画的な採用により、職員
数の適正化に努めた。
総職員数410人、実働393人

定員適正化計画に基づいて、職員の適
正配置及び計画的な採用により、職員
数の適正化に努めた。
総職員数411人、実働392人

定員適正化計画に基づいて、職員の適
正配置及び計画的な採用により、職員
数の適正化に努めた。
総職員数409人、実働389人

定員適正化計画に基づいて、職員の適
正配置及び計画的な採用により、職員
数の適正化に努めた。
総職員数405人、実働391人

定員適正化計画に基づいて、職員の適
正配置及び計画的な採用により、職員
数の適正化に努めた。
総職員数404人、実働391人

今 後 の 課 題

病休や育児休業等による実働職員数の
減少を考慮し、再任用職員や臨時職員
の活用しながら、職員の適正配置や計
画的な採用を継続する必要がある。

病休や育児休業等による実働職員数の
減少を考慮し、再任用職員や臨時職員
の活用しながら、職員の適正配置や計
画的な採用を継続する必要がある。

病休や育児休業等による実働職員数の
減少を考慮し、再任用職員や会計年度
任用職員を活用しながら、職員の適正
配置や計画的な採用を継続する必要が
ある。

病休や育児休業等による実働職員数の
減少を考慮し、再任用職員や会計年度
任用職員を活用しながら、職員の適正
配置や計画的な採用を継続する必要が
ある。

病休や育児休業等による実働職員数の
減少を考慮し、再任用職員や会計年度
任用職員を活用しながら、職員の適正
配置や計画的な採用を継続する必要が
ある。

次 年 度 へ の 展 開

再任用職員や臨時職員の活用に加え、
2020年度から運用開始となる会計年度
任用職員制度の影響も考慮し、実働職
員数の確保を図る。

再任用職員や臨時職員の活用に加え、
2020年度から運用開始となる会計年度
任用職員制度の影響も考慮し、実働職
員数の確保を図る。

新たに策定した令和2年度から令和6年
度までを計画期間とする第5次定員適正
化計画に基づき、引き続き実働職員数
の確保を図る。

新たに策定した令和2年度から令和6年
度までを計画期間とする第5次定員適正
化計画に基づき、引き続き実働職員数
の確保を図る。

新たに策定した令和2年度から令和6年
度までを計画期間とする第5次定員適正
化計画に基づき、引き続き実働職員数
の確保を図る。

実働職員数　（平成29年度4月1日現在　実働391人）

４．行政経営の効率化

①　職員定数管理の継続

総務課

全課

　再任用職員及び臨時職員を活用し、また、職員の適正配置や計画的な採用を行うことにより、定員適正化計画に定める実働職員数４００人を目指します。
　【過去３年間の実働職員数】
　平成２７年度　実働３９４人（総職員数４０７人　育児休業等１３人）
　平成２８年度　実働３９１人（総職員数４０８人　育児休業等１７人）
　平成２９年度　実働３９１人（総職員数４０７人　育児休業等１６人）
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 52.0% 54.0% 56.0% 58.0% 60.0%

実　績　値 57.7% 63.6% 74.6% 86.7% 78.3%

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

内部職員研修及び外部研修への参加を
促した。
延べ参加者数1,162人、参加割合平均
57.7％

内部職員研修及び外部研修への参加を
促した。
延べ参加者数1,394人、参加割合平均
63.6％

内部職員研修及び外部研修への参加を
促した。
延べ参加者数1,148人、参加割合平均
74.6％

内部職員研修及び外部研修への参加を
促した。
延べ参加者数1,430人、参加割合平均
86.7％

内部職員研修及び外部研修への参加を
促した。
延べ参加者数1,721人、参加割合平均
72.1％

今 後 の 課 題
引き続き、内部研修だけではなく、職
員の政策能力向上のため外部研修への
積極的な参加を促す。

引き続き、内部研修だけではなく、職
員の政策能力向上のため外部研修への
積極的な参加を促す。

引き続き、内部研修だけではなく、職
員の政策能力向上のため外部研修への
積極的な参加を促す。

引き続き、内部研修だけではなく、職
員の政策能力向上のため外部研修への
積極的な参加を促す。

引き続き、内部研修だけではなく、職
員の政策能力向上のため外部研修への
積極的な参加を促す。

次 年 度 へ の 展 開

引き続き、複雑・高度化する行政課題
に的確に対応できるよう、時代と役職
に合った多様な内部研修を開催する必
要がある。

引き続き、複雑・高度化する行政課題
に的確に対応できるよう、時代と役職
に合った多様な内部研修を開催する必
要がある。

引き続き、複雑・高度化する行政課題に的
確に対応できるよう、時代と役職に合った
多様な内部研修を開催する必要がある。
令和2年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により研修中止や参加者数の抑制を
行ったが、今後はe-ラーニングやオンライ
ン等の様々な研修開催方法を検討する必要
がある。

引き続き、複雑・高度化する行政課題に的
確に対応できるよう、時代と役職に合った
多様な内部研修を開催する必要がある。
令和3年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により、内部研修の一部を動画視聴研
修として実施したが、今後はオンライン等
の研修開催を推進する必要がある。

引き続き、複雑・高度化する行政課題に的
確に対応できるよう、時代と役職に合った
多様な内部研修を開催する必要がある。
令和4年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により、内部研修の一部を動画視聴研
修として実施したが、今後についてもオン
ライン等の研修開催を推進する必要があ
る。

職員研修への参加割合 （平成29年度10月1日現在　49％）

４．行政経営の効率化

②　職員の育成

総務課

全課

　複雑・高度化する行政課題に的確に対応できるよう、時代と役職に合った内部職員研修を実施し、職員の能力向上に努めます。
　また、政策形成能力を向上させるため、彩の国人づくり広域連合等の外部研修への積極的な参加を促します。
　【平成２９年度内部職員研修】
　新規採用職員研修（前期・後期）・人事評価研修・情報セキュリティ研修・民間企業研修・女性研修・危機管理研修・交通事故防止研修・人権研修
　（ただし、参加率１００％となる新規採用職員研修及び情報セキュリティ研修は目標値には含めない）
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B C C B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

検討の結果、組織改正には至らなかっ
たが、友好都市に関する事務及びふる
さと納税に関する事務をキャラクター
推進室へ移管する事務分掌の見直しを
実施した。

市のキャラクターを「推進」するもの
から「活用」「交流」するものに展開
するため、キャラクター推進室の名称
を「観光プロモーション課」へ名称変
更する見直しを実施。

複数の部署について検討したが、組織
改正には至らなかった。今後も引き続
き検討していく。

複数の部署について検討したが、組織
改正には至らなかった。今後も引き続
き検討していく。

令和6年4月の組織改正に向け、情報収
集、課題の整理及びスケジュール案の
作成を行った。

今 後 の 課 題

・組織改正の必要性に関する情報の収
集
・市の政策と組織の整合性について見
比べ検証すること

・組織改正の必要性に関する情報の収
集
・市の政策と組織の整合性について見
比べ検証すること

・組織改正の必要性に関する情報の収
集
・市の政策と組織の整合性について見
比べ検証すること

・組織改正の必要性に関する情報の収
集
・市の政策と組織の整合性について見
比べ検証すること

・組織改正に向けた情報の収集
・市の政策と組織の整合性について見
比べ検証すること

次 年 度 へ の 展 開
・各課の状況の把握
・同規模自治体の組織づくりについて
の情報収集を行う。

・各課の状況の把握
・同規模自治体の組織づくりについて
の情報収集を行う。

・各課の状況の把握
・同規模自治体の組織づくりについて
の情報収集を行う。

・各課の状況の把握
・同規模自治体の組織づくりについて
の情報収集を行う。

・組織改正に係る方針の作成
・各課の状況の把握、課題の整理
・同規模自治体の組織づくりについて
の情報収集を行う。

－

４．行政経営の効率化

③　組織機構改正の検討

企画課

全課

　社会環境の変化や複雑多様化する市民ニーズに効果的かつ的確に対応するため、毎年度、柔軟な組織機構の見直しを検討し、必要に応じて実施します。
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 C C B A A

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

全職員を対象とした人事評価を実施
し、課長級職員の賞与へ評価結果を反
映させたものの、その他職員の給与等
への反映は実施しなかった。

全職員を対象とした人事評価を実施
し、課長級職員の賞与へ評価結果を反
映させたものの、その他職員の給与等
への反映は実施しなかった。

全職員を対象とした人事評価を実施
し、課長級職員の賞与へ評価結果を反
映させたものの、その他職員の給与等
への反映は実施しなかった。

全職員を対象とした人事評価を実施
し、評価結果を全職員の昇給や昇格等
へ反映させた。

全職員を対象とした人事評価を実施
し、評価結果を全職員の昇給や昇格等
へ反映させた。

今 後 の 課 題

引き続き、全職員を対象とした人事評
価を実施するとともに、課長級職員だ
けでなく、全職員の評価結果を給与及
び昇任に反映させる必要がある。

課長級職員だけでなく、全職員の評価
結果を給与及び昇任に反映させる必要
がある。

人事評価結果を全職員の昇給や昇格等
に反映させる制度を構築したことに伴
い、これまで以上に人事評価の質の向
上及び評価のばらつきを解消させる必
要がある。

人事評価結果を全職員の昇給や昇格等
に反映させる制度を構築したことに伴
い、これまで以上に人事評価の質の向
上及び評価のばらつきを解消させる必
要がある。

人事評価結果を全職員の昇給や昇格等
に反映させる制度を構築したことに伴
い、これまで以上に人事評価の質の向
上及び評価のばらつきを解消させ精度
を高める必要がある。

次 年 度 へ の 展 開
人事評価の質を向上させるため、評価
者及び被評価者を対象とした研修を実
施する。

人事評価の質の向上及び評価のばらつ
きを解消させるため、新たに課長級に
昇格した職員を対象に、彩の国さいた
ま人づくり広域連合が開催する評価者
を対象とした研修への参加を促す。

人事評価結果を全職員の昇給や昇格等
に反映させる制度を構築したため、令
和2年度の評価結果を令和3年度に反映
させる。
引き続き、人事評価の質の向上及び評
価のばらつきを解消させるため、課長
級に昇格した職員を対象に、評価者を
対象とした研修へ参加させる。

引き続き、人事評価の質の向上及び評
価のばらつきを解消させるため、課長
級に昇格した職員を対象に、評価者を
対象とした研修へ参加させる。

引き続き、人事評価の質の向上及び評
価のばらつきを解消させるため、課長
級に昇格した職員を対象に、評価者を
対象とした研修へ参加させる。

－

４．行政経営の効率化

④　人事評価制度の運用

総務課

全課

　人材育成と組織力の向上を図り、市民サービスを向上させるため、全職員を対象とした人事評価制度を実施します。
　また、人事評価研修を実施するなど、人事評価制度の質の向上を図るとともに、評価結果を給与及び昇任に反映させます。
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 D B A D D

目標指標

目標値 97人 99人 101人 103人 105人

実　績　値 58人 92人 190人 37人 52人

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・職員の政策形成能力を向上させるた
め、採用された提案は施策に反映させ
た。
・過去に採用された提案については、
着実に実行されるよう進行管理を実施
した。

・昨年の課題解決を踏まえ、従来の職
員個別提案方式に加え、各課１案提案
方式を追加採用した。

・新型コロナウイルス感染症と共生し
ていくためのまちづくりについて募集
し、採用された提案は施策に反映でき
るよう検討した。
・臨時募集として、これからの羽生市
の未来について募集し、市政運営の参
考にした。

・強化月間と表彰式を廃止した。提案
数は減ったが、質の高い提案が集まっ
た。

・特段のテーマを設けず、自由テーマ
として広く募集し、様々な視点からの
提案が寄せられた。

今 後 の 課 題
・提案者数及び提案件数が減少傾向に
ある。

・恒常化した取組方法を刷新する必要
性がある。

・特定のテーマがない場合や強化月間
の廃止に伴い、職員から提案を出して
もらうための方法を検討する必要があ
る。

・日頃から職員の市民サービスの向上
や事務事業の改善への意識を高め、通
年で提案が集められるような仕組みの
検討

・日頃から職員の市民サービスの向上
や事務事業の改善への意識を高め、通
年で提案が集められるような仕組みの
検討
・毎年、提案をする職員が限られてい
る。

次 年 度 へ の 展 開

・提案しやすいようなテーマを設定す
る。
・管理職から所管の職員に対して、提
案するよう促してもらう。

・従来の未提出強化月間の設置ではな
く、定期的に提案募集の告知を行う。

・今後の職員提案についての検討
・職員の政策形成能力を向上させるた
め、形骸化しない制度の運用について
の検討

・職員提案制度は定着した。
・採用された提案を積極的に施策に反
映させるため、目標指標を提案人数か
ら採用提案の実行割合に変更する。

職員提案の提案者数　（平成26～29年度の平均　95人）

４．行政経営の効率化

⑤　職員提案制度の運用

企画課

全課

　市では、市民サービスの向上及び事務事業の改善等について、広く職員から提案を求め、職員の英知を施策に反映させることにより、行政能率の向上を図ることを目的に、職員提案制度に取り組んでい
ます。
　引き続き、職員の政策形成能力を向上させるため、職員提案制度を毎年実施し、採用された提案については積極的に施策に反映させます。

41



（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A B

目標指標

目標値 86人  88人 90人 92人  94人

実　績　値 89人 90人 104人 111人 111人

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

平成30年度中に２つのプロジェクト
チームを設置した。
・羽生市の魅力を更に高めるための検
討プロジェクト
・キャラクターＰＲ推進プロジェクト

平成30年度中に1つのプロジェクト
チームを設置した。
・キャラクターPR推進プロジェクト

令和2年度中に2つのプロジェクトチー
ムを設置した。
・アフターコロナ羽生未来プロジェク
ト
・羽生市虐待対応プロジェクト

令和3年度中に２つのプロジェクトチー
ムを設置した。
・総合振興計画研究プロジェクト
・羽生市虐待対応プロジェクト

令和４年度中にプロジェクトチームの
活用はなかった。

今 後 の 課 題 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。

次 年 度 へ の 展 開 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。 現状で適正に運用されている。

・現状で適正に運用されているが、今
後もプロジェクトチームの活用につい
て庁内での周知や意識付けが必要。
・役職や所属によって何度も召集され
る職員もおり、参加職員に偏りがある
ため、選定方法についても検討を行
う。

プロジェクト・チームに参加経験のある人数
（平成26～29年度合計　84人）

４．行政経営の効率化

⑥　プロジェクト・チームの活用

企画課

全課

　複数の部課が関連する事業及び課題については、積極的にプロジェクト・チームを活用し、専門的知識を集約することにより、課題の解決を図ります。併せて、メンバーの政策形成能力及び課題解決能
力の向上を図ります。
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（２）人員の育成と活用

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 C C B B B

目標指標

目標値 10日 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実　績　値 6.8日 6.8日 8.3日 9.1日 8.9日

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
職員のワーク・ライフ・バランスの推
進のため、有給休暇の取得を促した。

職員のワーク・ライフ・バランスの推
進のため、有給休暇の取得を促した。

職員のワーク・ライフ・バランスの推
進のため、有給休暇の取得を促した。

職員のワーク・ライフ・バランスの推
進のため、有給休暇の取得を促した。

職員のワーク・ライフ・バランスの推
進のため、有給休暇の取得を促した。

今 後 の 課 題

部署により有給休暇の取得状況に差が
生じてしまっているため、職員の適正
配置に努め、全職員が有給休暇を取得
しやすい環境を作る必要がある。

部署により有給休暇の取得状況に差が
生じてしまっているため、職員の適正
配置に努め、全職員が有給休暇を取得
しやすい環境を作る必要がある。

部署により有給休暇の取得状況に差が
生じてしまっているため、職員の適正
配置に努め、全職員が有給休暇を取得
しやすい環境を作る必要がある。

部署により有給休暇の取得状況に差が
生じてしまっているため、職員の適正
配置に努め、全職員が有給休暇を取得
しやすい環境を作る必要がある。

部署により有給休暇の取得状況に差が
生じてしまっているため、職員の適正
配置に努め、全職員が有給休暇を取得
しやすい環境を作る必要がある。

次 年 度 へ の 展 開
引き続き、職員の適正配置を行い、特
別休暇及び夏季休暇以外だけでなく、
有給休暇の取得を促す。

引き続き、職員の適正配置を行い、特
別休暇及び夏季休暇以外だけでなく、
有給休暇の取得を促す。

引き続き、職員の適正配置を行い、特
別休暇及び夏季休暇以外だけでなく、
有給休暇の取得を促す。

引き続き、職員の適正配置を行い、特
別休暇及び夏季休暇以外だけでなく、
有給休暇の取得を促す。

引き続き、職員の適正配置を行い、特
別休暇及び夏季休暇以外だけでなく、
有給休暇の取得を促すため、計画年休
制度の推進を図る。

有給休暇の平均取得日数　（平成28年度実績　7.2日）

４．行政経営の効率化

⑦　ワーク・ライフ・バランスの推進

総務課

全課

　職員のモチベーションの向上、仕事と家庭の両立、プライベートの充足を図り、もって働きやすい職場環境をつくり、市民サービスの向上に寄与するため、特別休暇及び夏季休暇以外に有給休暇の取得
を促します。
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（３）ＩＣＴによる行政経営の効率化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 D Ｄ A A A

目標指標

目標値 300件 360件 420件 480件 550件

実　績　値 101件 120件 1,892件 4,595件 1,603件

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況 新たな申請項目の検討（広報クイズ） 新たな申請項目の検討
・新たな申請項目（子育て分野）を追
加
・広報に掲載し周知

・新たな申請項目（新型コロナ自宅療
養者支援物資）を追加
・広報に掲載し周知

・新たな申請項目（職員採用試験）を
追加
・広報に掲載し周知

今 後 の 課 題
使い勝手が悪く、電子申請の利用が伸
びない。

使い勝手が悪く、電子申請の利用が伸
びない。

使い勝手が悪く、電子申請の利用が伸
びない。

・電子申請の利用件数が伸びている。
・特定の申請項目に集中している傾向
があり、偏りが見られる。

今後も電子申請の利用を増やすため、
申請項目を拡充する。

次 年 度 へ の 展 開
申請方法として電子申請が有効な申請
項目の検討。

・申請方法として電子申請が有効な申
請項目の検討。
・電子申請について広報等で周知す
る。

・申請方法として電子申請が有効な申
請項目を追加していく。。
・電子申請について広報等で周知す
る。

・申請方法として電子申請が有効な申
請項目を追加していく。
・電子申請について広報等で周知す
る。

・申請方法として電子申請が有効な申
請項目を追加していく。
・電子申請について広報等で周知す
る。

電子申請の利用件数　（平成28年度実績　501件）

４．行政経営の効率化

①　電子申請共同運営の実施

企画課

関係各課

電子申請による行政サービスの向上と事務の迅速化を図るため、インターネットによる電子申請を継続して実施するとともに、申請項目の拡充を検討します。
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（３）ＩＣＴによる行政経営の効率化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 C C B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
RPAについての職員研修やデモを実施
し、導入効果が見込めそうな２事業を
洗い出した。

最適なメニューが見つからず検証に至
らない。また、費用対効果の関係でＲ
ＰＡの導入には至らなかった。

特別定額給付金でAI-OCRを使用。申請
書約16,000件を処理し、効果があっ
た。

RPAの実証試験を4業務において実
施。全業務において業務時間の削減見
込みがあるとの結果が出た。

７業務にAI-OCRやRPAを導入し、５
業務において、業務時間削減の効果が
あった。

今 後 の 課 題
RPAを取り入れるための最適なメ
ニューが見つからず検証に至らない。

RPAを取り入れるための最適なメ
ニューが見つからず検証に至らない。

RPAを取り入れるための最適なメ
ニューが見つからず検証に至らない。

AI-OCR、RPAに適している業務を探
し、拡充すること。

AI-OCR、RPAに適している業務を探
し、拡充する。

次 年 度 へ の 展 開

・他自治体の導入事例や本市での費用
対効果等を踏まえながら、RPAの導入
を検討する。
・業務効率化につながるICT活用に関
し、幅広く情報を収集する。

・昨年同様、他自治体の導入事例や本
市での費用対効果等を踏まえながら、
RPAの導入を検討していく。
・業務効率化につながるICT活用に関
し、幅広く情報を収集する。

・他自治体の導入事例や本市での費用
対効果等を踏まえながら、RPAの導入
を検討していく。
・業務効率化につながるICT活用に関
し、幅広く情報を収集する。

・AI-OCR、RPAを本格的に運用し、
他自治体の導入事例などを参考に業務
の拡充を図る。
・他のツールについて、情報収集、検
討をしていく。

・AI-OCR、RPAについて、業務への
拡充を図る。
・他のツールについて、情報収集、検
討をしていく。

－

４．行政経営の効率化

②　ＩＣＴ活用サービスの充実

企画課

全課

　近年、急速な進歩がみられるＡＩやＩｏＴ等の新技術について情報収集・調査・研究を行い、導入を進めることで、行政経営の効率化につなげます。
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（３）ＩＣＴによる行政経営の効率化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A Ａ A A A

目標指標

目標値 11.0% 13.0% 15.0% 17.0% 19.0%

実　績　値 13.6% 17.2% 26.0% 36.9% 61.2%

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

・カード交付申請の補助（窓口、公民
館等）
・市民カード所有者への申請勧奨な
ど。

・カード交付申請の補助（窓口、福祉
健康まつり、申告会場、公民館等）
・市民カード所有者への申請勧奨な
ど。

・市民カード所有者への申請勧奨など
・新型コロナウィルス感染防止のた
め、出張申請等の活動を自粛。

・市民カード所有者への申請勧奨など
・新型コロナウイルス感染防止のた
め、出張申請等の活動を自粛。

・大型ショッピングモールにて出張申
請受付を実施。
・マイナンバーカード申請方法や利用
についての説明を実施（公民館）

今 後 の 課 題 平日来庁困難者の申請・交付の促進 平日来庁困難者の申請・交付の促進 平日来庁困難者の申請・交付の促進 平日来庁困難者の申請・交付の促進
・未申請の方への申請促進
・申請は済んでいるが、カードを受
取っていない方への交付促進

次 年 度 へ の 展 開 企業等への出張申請等を検討する。
企業等・ショッピングモール等への出
張申請を検討する。

企業等・ショッピングモール等への出
張申請を検討する。

企業・ショッピングモール等への出張
申請等による申請機会の拡大の検討

・未申請の方への申請促進
（市広報、LINE等への掲載及び各公民
館へ出前申請受付を実施）
・申請は済んでいるが、カードを受
取っていない方への再通知の実施及び
臨時開庁窓口の実施

４．行政経営の効率化

③　マイナンバー制度の活用

市民生活課

関係各課

　現在、市では市役所本庁舎、地域活動センターにおいて証明書発行を行っています。マイナンバー制度の開始に伴い、マイナンバーカードを用いた証明書コンビニ交付システムを構築することにより、
全国のコンビニで「いつでも（6:30～23:00）、どこでも」証明書の取得を可能にし、住民サービスの向上を図ります。
　また、マイナンバーカードの更なる普及・啓発に努めるとともに、コンビニ交付の利用を促進することで、窓口業務の効率化を図ります。

マイナンバーカード交付率　（平成29年度10月1日現在　8.67％）
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実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

③　マイナンバー制度の活用

市民生活課

関係各課

　現在、市では市役所本庁舎、地域活動センターにおいて証明書発行を行っています。マイナンバー制度の開始に伴い、マイナンバーカードを用いた証明書コンビニ交付システムを構築することにより、
全国のコンビニで「いつでも（6:30～23:00）、どこでも」証明書の取得を可能にし、住民サービスの向上を図ります。
　また、マイナンバーカードの更なる普及・啓発に努めるとともに、コンビニ交付の利用を促進することで、窓口業務の効率化を図ります。

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備・実施 実施 ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B D D D D

目標指標

目標値 200件 3,000件  6,000件 8,000件 10,000件

実　績　値 183件 1,702件 2,483件 4,357件 6,300件

取組目標効果額 — — － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 実 績
平成３１年２月より、証明書のコンビ
ニ交付を開始。

平成３１年２月より、証明書のコンビ
ニ交付を開始。

平成３１年２月より、証明書のコンビ
ニ交付を開始。

平成３１年２月より、証明書のコンビ
ニ交付を開始。
令和４年４月～６月までの実績は、
1,126件だった。

平成３１年２月より、証明書のコンビ
ニ交付を開始。

今 後 の 課 題
マイナンバーカード交付率の向上が必
要

マイナンバーカード交付率の向上が必
要

マイナンバーカード交付率の向上が必
要

マイナンバーカードの交付率について
は、目標値を達成しているため、コン
ビニ交付の周知についても推進してい
く。

マイナンバーカードの交付率の向上と
ともに、コンビニ交付の周知について
も推進していく。

次 年 度 へ の 展 開
企業等へのマイナンバーカードの出張
申請等を検討する。

企業等・ショッピングモール等への出
張申請を検討する。

企業等・ショッピングモール等への出
張申請を検討する。

マイナンバーカードの交付率が増加す
るよう申請の機会を増やすとともに、
企業等・ショッピングモール等への出
張申請を検討する。あわせてコンビニ
交付の周知についても推進していく。

マイナンバーカードの申請及び交付が
増加するよう、市広報やLINE等での周
知を継続し、出張申請受付（公民館
等）を実施する。

証明書等のコンビニ交付件数
（コンビニ交付は平成31年2月から導入予定）
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（４）広域行政の推進

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 検討・適宜実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 － － － － －

実　績　値 － － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
情報収集のため、広域行政に関する研
修会に参加

ごみ処理施設の広域化について行田市
と情報の共有を開設

R3.3月に新たなごみ処理施設を共同で
整備することなどの基本合意を締結し
た。

令和4年4月に一部事務組合「行田羽生
資源環境組合」を設立することについ
て、議会に上程し議決を得た。

行田市とごみ処理施設を共同して整備
するため「行田羽生資源環境組合」を
令和４年４月に設立した。

今 後 の 課 題 広域行政の情報の収集
ごみ処理施設について単独か広域化い
ずれかの判断の必要性

ごみ処理施設について行田市と具体的
な協議事項の調整を進めることが必要
である。

・広域での連携による実施がより効果
的、効率的である業務の洗い出し
・ごみ処理施設の整備に向けた財源の
確保

・広域での連携による実施がより効果
的、効率的である業務の洗い出し
・ごみ処理施設の整備に向けた財源の
確保

次 年 度 へ の 展 開
・広域行政に関する情報の収集
・新たな広域行政制度の研究

・広域行政に関する情報の収集
・行田市、近隣市を交えたごみ処理施
設の広域化の採否を検討

・広域行政に関する情報の収集
・ごみ処理施設の広域化を着実に推進
できる体制を構築していく。

・広域行政に関する情報の収集
・ごみ処理施設の整備に向けた着実な
事業の推進

・広域行政に関する情報の収集
・新たな広域化が考えられるものにつ
いての検討

－

４．行政経営の効率化

①　新たな広域行政の検討

企画課

関係各課

　広域的に取り組む施策を効果的に推進するため、県や関係自治体、関係機関との連携を強化します。
　また、単独での実施に比べ、広域での連携による実施がより効果的、効率的である業務については、今後も広域化について、積極的に推進します。
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（４）広域行政の推進

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ 方針の決定 実施 ⇒

進 捗 状 況 △未着手 △未着手 B A A

目標指標

目標値 — － － － －

実　績　値 — － － － －

取組目標効果額 — － － — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

　R2.7月から行田市と勉強会を重ね、
各市意思決定のもと、R3.3月に新たな
ごみ処理施設を共同で整備することな
どの基本合意を締結した。

○行田市とごみ処理施設の共同整備を
進めるため、令和4年4月1日に「行田
羽生資源環境組合」を設立する。
○「羽生市一般廃棄物処理基本計画」
を改定のうえ「循環型社会形成推進地
域計画」を行田市と共同策定し、環境
省へ提出した。

○令和4年4月1日に設立された組合へ
市から職員を派遣し、ごみ処理施設の
共同整備を進めている。
○行田市と共同策定した「循環型社会
形成推進地域計画」が環境省の承認を
受けた。

今 後 の 課 題

　近隣市のごみ処理事業については、
合併による広域化や組合の設立により
既存グループが形成されており、状況
の変化はないため、具体的な広域化に
関する検討は困難である。

　清掃センター基本構想を策定し、羽
生市単独の場合の方向性を示した。
一方、広域化については、一般的な検
討に留まっているため、今後詳細に検
討していくことが必要である。

　ごみ処理施設整備等に係る経費の補
助を受けるため「循環型社会形成推進
地域計画」の共同策定、及び関連する
「羽生市一般廃棄物処理基本計画」の
見直しなど各種計画の策定を進めると
ともに、協議会を設置し両市で具体的
な協議事項の調整を進めることが必要
である。

　施設整備基本計画の策定など令和4年
度に予定している事業について、組合
や行田市と連携・調整し進めることが
必要である。

埋蔵文化財発掘調査業務や事業者選定
アドバイザリー業務など令和5年度に予
定している事業について、組合を中心
に行田市と連携・調整し進めることが
必要である。

次 年 度 へ の 展 開

　清掃センター整備に関する整備基本
構想を作成し、単独整備を主軸に当市
としてのごみ処理事業の方針を打ち出
す。
　また、今後近隣市の状況変化があっ
た場合、迅速な対応が出来るよう、引
き続き状況を注視する。

　鴻巣行田北本環境資源組合の解散に
伴い、行田市を含めた新たな枠組みで
の広域化検討の余地が生まれた。従っ
て、行田市と共に羽生市にとって最善
な選択が行えるよう検討を重ねる。

　行田市と共同整備を進めるための具
体的な施設整備時期、整備内容、費用
負担等を協議する。
　また、広域化を着実に推進できる体
制を構築していく。

　施設の建設に向けた準備を組合を中
心に行田市と連携して進めていく。

　引き続き、新ごみ処理施設の建設に
向けた準備を組合を中心に行田市と連
携して進めていく。

－

４．行政経営の効率化

②　ごみ処理事業等の広域化等の検討

環境課

－

　羽生市清掃センターは、昭和５８年に建築され現在３５年が経過し、老朽化が進行する中、毎年計画的な修繕を行いながら運用しています。
　今後は、将来的な施設計画を検討しつつ、民間への部分委託・包括的な委託、広域化等を模索し、現施設の維持管理を行いながら、市民生活に支障が生じないよう、ごみ処理行政を推進していきます。
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（１）上水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 99.7% ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実　績　値 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
未納料金の早期回収に努めることによ
り、目標値を達成している。

未納料金の滞納整理業務の強化によ
り、目標値を達成している。

未納料金の滞納整理業務の強化によ
り、目標値を達成している。

未納料金の滞納整理業務の強化によ
り、目標値を達成している。

未納料金の滞納整理業務の強化によ
り、目標値を達成している。

今 後 の 課 題
徴収率を維持、向上させるため納付忘
れの心配がない口座振替件数の増加を
図る必要がある。

徴収率を維持、向上させるため納付忘
れの心配がない口座振替件数の増加を
図る必要がある。

徴収率を維持、向上させるため納付忘
れの心配がない口座振替件数の増加を
図る必要がある。

徴収率を維持、向上させるため納付忘
れの心配がない口座振替件数の増加を
図る必要がある。

徴収率を維持、向上させるため納付忘
れの心配がない口座振替件数の増加を
図る必要がある。

次 年 度 へ の 展 開

引き続き目標値を達成できるよう、未
納者を増加させないための早期催告、
給水停止を行い、徴収率の向上を図
る。

引き続き目標値を達成できるよう、未
納者を増加させないための早期催告、
給水停止を行い、徴収率の向上を図
る。

引き続き目標値を達成できるよう、未
納者を増加させないための早期催告、
給水停止により、徴収率の向上を図
る。

引き続き目標値を達成できるよう、未
納者を増加させないための早期催告、
給水停止により、徴収率の向上を図
る。

引き続き目標値を達成できるよう、未
納者を増加させないための早期催告、
給水停止により、徴収率の向上を図
る。

水道料金徴収率　（平成29年10月1日現在　99.7％）

５．地方公営企業等の経営健全化

①　健全な経営基盤の確保

水道課

—

　安全で安心な水道水を安定的に供給するため、平成２４年８月に策定した｢羽生市水道ビジョン｣及び２０１９年度（平成３１年度)中に策定を予定している「経営戦略」に基づき事業を推進します。
　また、水道料金の滞納整理業務については平成２２年度から民間委託を実施しており、コンビニ収納の更なる周知と併せて、平成２３年度からの徴収率９９．７％をキープします。
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（１）上水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 95.6% 96.5% 97.3% 97.3% 98.1%

実　績　値 95.3% 96.3% 96.4% 97.0% 97.1%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
概ね順調に老朽管の更新が行われてい
る。

概ね順調に老朽管の更新が行われてい
る。

令和３年度に繰越している工事もある
が、概ね順調に老朽管の更新が行われ
ている。

令和４年度に繰越している工事もある
が、概ね順調に老朽管の更新が行われ
ている。

令和５年度に繰越している工事もある
が、概ね順調に老朽管の更新が行われ
ている。

今 後 の 課 題

住宅が密集し道路幅員も狭く、まと
まった施工が難しい状況である旧市街
地や国県道、鉄道敷等の布設替えが
残っており、地元住民や関係機関との
調整に時間を要する。

旧市街地や国県道・鉄道敷等、施工困
難箇所の老朽管更新工事が残ってお
り、地元住民や関係機関との調整に時
間を要する。

旧市街地や国県道・鉄道敷等、施工困
難箇所の老朽管更新工事が残ってお
り、地元住民や関係機関との調整に時
間を要する。

旧市街地や国県道・鉄道敷等、施工困
難箇所の老朽管更新工事が残ってお
り、地元住民や関係機関との調整に時
間を要する。

旧市街地や国県道・鉄道敷等、施工困
難箇所の老朽管更新工事が残ってお
り、地元住民や関係機関との調整に時
間を要する。

次 年 度 へ の 展 開

岩瀬土地区画整理事業地内の管網整備
など他事業に併せた整備を優先してい
るが、可能な限り目標値に近づけた取
組みを推進する。

他の開発事業に併せた配水管布設工事
と並行して、可能な限り目標値に近づ
けた取組みを推進する。

他の開発事業に併せた配水管布設工事
と並行して、可能な限り目標値に近づ
けた取組みを推進する。

他の開発事業に併せた配水管布設工事
と並行して、可能な限り目標値に近づ
けた取組みを推進する。

国県道の道路整備事業に併せた配水管
布替設工事と並行して、可能な限り目
標値に近づけた取組みを推進する。

老朽管更新率　（平成29年10月1日現在　92.2％）

５．地方公営企業等の経営健全化

②　老朽管の継続的な更新

水道課

－

　大規模災害が発生した際にも、安全で安心な水道水を持続的に供給するためには、被害を最小限に抑える必要があります。
　平成３５年度の老朽管更新率１００％を目標に、耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管等への布設替えを計画的に実施し、災害に強い水道を目指します。
　また、老朽化に伴う漏水を防ぎ、有効率の向上を図ります。
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（１）上水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 B B B B B

目標指標

目標値 — — — — —

実　績　値 — — — — —

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況

監視・点検により老朽化した施設を更新し
たことにより、断水に至ることなく安定供
給に努めた。また、老朽化した設備に優先
度をつけ改修計画を策定した。

監視・点検により老朽化した施設を更
新したことにより、断水に至ることな
く安定供給に努めた。

監視・点検により老朽化した施設を更
新したことにより、断水に至ることな
く安定供給に努めた。

監視・点検により老朽化した施設を更
新したことにより、断水に至ることな
く安定供給に努めた。

監視・点検により老朽化した施設を更
新したことにより、断水に至ることな
く安定供給に努めた。

今 後 の 課 題

人口減少等による水道使用量の減少に
伴い収益が悪化するなか、安定的に安
心・安全な水を供給しつつ、老朽化し
た施設の更新を計画的に進めていく検
討が必要。

安定的に安心・安全な水を供給しつ
つ、老朽化した施設の更新を計画的に
進めていく検討が必要。

安定的に安心・安全な水を供給しつ
つ、第一浄水場のあり方について、第
二浄水場の更新と併せて検討が必要。

安定的に安心・安全な水を供給しつ
つ、第一浄水場のあり方について、第
二浄水場の更新と併せて検討が必要。

安定的に安心・安全な水を供給しつ
つ、第一浄水場のあり方を踏まえ老朽
化した第二浄水場の更新を計画的に進
めていく検討が必要。

次 年 度 へ の 展 開
水道ビジョン改訂と、アセットマネジ
メント、経営戦略を策定し水道の基盤
強化を図る。

水道ビジョン改訂と、アセットマネジ
メント、経営戦略を令和２年度中に策
定し、水道事業の強化を図る。

第一浄水場のあり方について、第二浄
水場の更新と併せ、効率的な事業運営
の観点からも検討を進める。

第一浄水場のあり方について、第二浄
水場の更新と併せ、効率的な事業運営
の観点からも検討を進める。

第一浄水場のあり方や第二浄水場の更
新計画を検討し、効率的な施設更新を
進める。

－

５．地方公営企業等の経営健全化

③　老朽施設・設備の適正な維持・管理

水道課

－

　浄水設備、配水設備、９箇所の自己水源（井戸）などを定期的に監視・点検することにより老朽状況を把握し、適宜修繕を行うことで、自己水源の確保を図るとともに、故障による断水を防止します。
　また、更新計画等を策定し、計画的に施設・設備の更新を行っていきます。
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（２）下水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ ⇒ ⇒ 改定

進 捗 状 況 B B B A A

目標指標

目標値 — — — — —

実　績　値 — — — — —

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
使用料の対象原価を明確化するために
経営戦略を策定するための準備とし
て、職員研修や資料の収集を行った。

使用料算定に係る講習会に職員が参加
した。

使用料算定に係る講習会に職員が参加
した。

審議会から答申を踏まえて、市として
の改定方針を決定し、議会で議決さ
れ、来年度使用料の改定を行う。

羽生市下水道事業審議会等において下
水道事業の管理運営状況を説明し、国
が示す使用料単価が150円/㎥となるよ
う、令和8年度からの使用料改定の必要
性を説明した。

今 後 の 課 題
来年度、公営企業会計の導入に向けた
移行作業が最終年度となり、経営戦略
の策定に向けた作業と重なる。

次年度までに使用料の見直しの考え方
もまとめた経営戦略の公表が求められ
ているので、スケジュール管理が重要
となる。

ストックマネジメント計画で事業を平
準化しても、毎年かかる事業費の財源
を確保することが課題である。

今回の改定では、市民生活の負担を緩
和するため、使用料単価１２０円/㎥を
目標とした使用料の見直しを行った
が、今後国が推奨する使用料単価１５
０円/㎥まで使用料の見直しを行い、汚
水処理経費に対する基準外繰入金を全
て解消されることが課題である。

安定した下水道サービスを継続してい
くため、令和5年1月から使用料単価が
120円/㎥となるよう使用料を改定し
た。今後は、令和8年度から、国が示す
使用料単価が150円/㎥となるよう改定
が必要である。度重なる改定となり、
市民の理解を得るための十分な説明が
必要である。

次 年 度 へ の 展 開

平成３１年度公営企業会計の移行、平
成３２年度経営戦略の策定及び公表、
平成３３年度使用料の見直し作業（予
定）なため、効率よく進めていく必要
がある。

中長期の財政計画を策定するに当た
り、財政部局と協議の上、使用料の見
直し作業を進める。

使用料改定のスケジュールを作成し、
審議会で私費の負担区分や基本料金等
の答申を基にした改定方針を決定し進
める。

既に策定済みの経営戦略の中では、令
和７年度までに使用料単価１５０円/㎥
まで使用料の見直しを行うことを目標
としているため、見直し作業の検討を
進めて行く必要がある。

出前講座等を活用し、下水道事業の管
理運営状況や更なる料金改定の必要性
について積極的かつ丁寧な説明を行
い、市民の理解が得られるよう努め
る。

－

５．地方公営企業等の経営健全化

①　下水道使用料の見直し

下水道課

－

　下水道使用料は、下水道事業の管理運営に係る経費のうち、私費で負担すべき経費を回収するため徴収するものであり、適正に使用料を徴収する必要があります。このことから企業会計への移行後は、
使用料の対象原価を明確化し、その後、使用料算定期間や使用料体系などの検討を行い、適正な負担を求められるよう見直し作業を進めます。

53



（２）下水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

30% 60% 100% — —

・資産調査・システム導入  資産評価  企業会計 ⇒ ⇒

実　績　値 34% 100% 100% 100% 100%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
固定資産の調査、公営企業会計システ
ムの導入、関係部局との調整を行っ
た。

固定資産の評価、条例改定、公営企業
会計システムの仮稼働、関係部局との
調整、事務手続、打切り決算を行っ
た。

公営企業会計の導入後、新たな会計方
式での経理による会計処理を行った。

令和３年度の決算整理後、財務諸表の
作成を行う。

令和４年度の決算整理後、財務諸表の
作成を行った。

今 後 の 課 題
公営企業会計で適正に処理が行えるよ
う努めたい。

財務諸表の作成を行い、経営状況を把
握し、経営の効率化や住民サービスの
向上を図る。

新たな会計方式での経理や予算及び決
算等を継続して適正に行えるよう職員
の知識の向上を図る。

毎年下水道施設の改築更新が行われ、
多額の費用が発生する中、収支バラン
スを取ることが課題となる。

人口減少等に伴う使用料収入の減少や
物価高騰に伴う経費の増加が予測され
るなか、適正に財務諸表を作成し、経
営状況や資産を正確に把握する必要が
ある。

次 年 度 へ の 展 開
職員研修の充実や職員自らが公営企業
会計経理の習得を図る。

公営企業会計の導入後は、新たな会計
方式での予算や決算等となるため、導
入の準備に当たり習得した経理知識を
活かして会計処理を行う。

財務諸表の作成により確認できた汚水
処理原価を基に適正な使用料単価への
改定方針を定める。

財務諸表の作成により下水道事業の財
政状況が把握できることから、下水道
の住民サービスが健全に継続して経営
を行えるよう努める必要がある。

財務諸表の作成を行い、経営状況や資
産を正確に把握し、経営の効率化や住
民サービスの向上に努める。

目標値

５．地方公営企業等の経営健全化

②　公営企業会計の導入 

下水道課

－

　経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を図るため、公営企業会計を導入します。その作業として固定資産調査・評価、公営企業会計システムの導入、事務手続などに取り組んでいます。
　公営企業会計の導入に伴い、民間企業と同じように財務諸表の作成を行い、経営状況や資産を正確に把握し、経営の効率化や住民サービスの向上を図ります。

公営企業会計の導入
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（２）下水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 72.5% 72.7% 72.9% 73.1% 73.5%

実　績　値 72.6% 73.2% 74.4% 74.8% 75.3%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
岩瀬土地区画整理事業の進捗に併せて
事業を行った。

岩瀬土地区画整理事業地内南工区残り
８㏊のうち４㏊の整備を行った。

岩瀬土地区画整理事業地内南工区33ha
の整備は概ね完成し、中央工区の整備
が始まった

岩瀬土地区画整理事業地内の北工区・
中央工区・上岩瀬産業団地及び小松台
工業団地の整備が始まった。

岩瀬土地区画整理事業地内の北工区・
中央工区・上岩瀬産業団地及び小松台
一丁目の整備を行った。

今 後 の 課 題
岩瀬土地区画整理事業の進捗が下水道
整備に影響する。

岩瀬土地区画整理事業の進捗が下水道
整備に影響する。

・岩瀬土地区画整理事業の進捗が下水
道整備に影響する。
・大沼地内の整備に関しては、接続の
希望が少なく、採算性に問題がある。

・岩瀬土地区画整理事業の進捗が下水
道整備に影響する。
・大沼地内の整備に関しては、接続の
希望が少なく、採算性に問題がある。

・岩瀬土地区画整理事業の進捗が下水
道整備に影響する。
・大沼地内の整備に関しては、接続の
希望が少なく、採算性に問題がある。

次 年 度 へ の 展 開
岩瀬土地区画整理事業地内南工区３３㏊

の整備に向けて残り８㏊を完成させる。

岩瀬土地区画整理事業地内南工区３３㏊

の整備を概ね完成させる。また、北工
区・中央工区及び上岩瀬産業団地の実
施設計を行う。

岩瀬土地区画整理事業の進捗に併せて
北工区・中央工区の整備を進める他、
上岩瀬産業団地の整備と小松台工業団
地一丁目の下水道切替を行う。

岩瀬土地区画整理事業の進捗に併せて
北工区・中央工区の整備を進める他、
上岩瀬産業団地の整備と小松台工業団
地一丁目の下水道切替を完了させる。

岩瀬土地区画整理事業の進捗に併せて
北工区の整備を進める。また、仮換地
指定を行っていない南工区・北工区の
整備については、岩瀬土地区画整理事
業と調整を図り進め方を考える。

下水道整備率　（平成29年10月1日現在　67.8％）

５．地方公営企業等の経営健全化

③　下水道管渠等整備の推進

下水道課

－

　汚水処理施設の早期整備を図るため、公共下水道事業計画に基づいた整備を進めます。
　岩瀬土地区画整理地内南工区（３３ｈａ）の公共下水道管渠整備は令和２（２０２０）年度で概ね完了した。
　また、令和３（２０２１）年度からは、公共下水道事業計画に基づき、上岩瀬産業団地・岩瀬土地区画整理地内（中央工区・北工区）・小松台工業団地内
　・大沼工業団地内の整備を進め、計画期間内の進捗を図ります。
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（２）下水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A B B B

目標指標

目標値 89.0% 89.7% 90.4% 91.1% 91.8%

実　績　値 89.7% 89.8% 90.0% 90.3% 90.8%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
下水道未接続世帯１８０戸訪問実施。
融資あっせん制度などの加入促進ＰＲ
を広報誌やＨＰに掲載した。

下水道未接続世帯２０２戸訪問実施。
融資あっせん制度などの加入促進ＰＲ
を広報誌やＨＰに掲載した。

下水道未接続世帯２０２戸訪問実施。
融資あっせん制度などの加入促進ＰＲ
を広報誌やＨＰに掲載した。

下水道未接続世帯２０２戸訪問実施。
融資あっせん制度などの加入促進ＰＲ
を広報誌やＨＰに掲載した。

切替工事に実績のある工事指定店23者
に訪問又は通知の上、加入促進活動を
勧奨。融資あっせん制度などの加入促
進ＰＲを広報誌やＨＰに掲載した。

今 後 の 課 題

平成２２年度から行ってきた下水道未
接続世帯の戸別訪問が来年度で１０年
を迎える中で、より効果的な取り組み
を行いたい。

浄化槽及び汲み取りからの切れ替え数
が横ばいなっている。

コロナウイルスの感染拡大の防止が求
められている中で、水洗化率の向上に
向けてより効果的な取り組みを行うこ
とが難しくなっている。

加入促進活動の結果、公共下水道へ切
り替えの意思がある方については、切
り替えを行っていると予測し、水洗化
率の伸びが高止まりになっている状況
にある。

物価高騰などの影響を受け、公共下水
道未接続者の接続意識が後退してしま
うことを懸念。水洗化率の向上を図る
ことが困難な状況である。

次 年 度 へ の 展 開
下水道区域内の汲み取り便所の水洗化
に環境課と一緒に取り組んで行きた
い。

下水道区域内の汲み取り便所の世帯に
職員が直接訪問を実施し、現場の把握
及び問題点の解決策の検討を進めてい
きます。

コロナウイルスの感染状況を確認しな
がら加入促進活動を進めていきます。

効果的な加入促進活動を検討すると共
に、今までの加入促進活動を継続して
進める必要がある。

公共下水道未接続者に対し、継続して
加入促進活動を実施する必要がある。
コロナウイルス感染状況が収束した際
には、訪問による加入促進を実施す
る。

水洗化率　（平成28年度末現在　87.７％）

５．地方公営企業等の経営健全化

④　水洗化率の向上

下水道課

－

　水洗化率の向上を図るため、下水道未接続世帯の戸別訪問を継続して実施します。
　また、訪問時に行うアンケート調査に加え、融資あっせん制度などの加入促進ＰＲ、公共マスの現状調査、広報誌やホームページによる普及啓発を実施します。
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（２）下水道事業の健全化

実 施 項 目

主　管　課

関　係　課

取 組 内 容

年　　度
平成３０年度

（２０１８年度）
令和元年度

（２０１９年度）
令和２年度

（２０２０年度）
令和３年度

（２０２１年度）
令和4年度

（２０２２年度）

実施スケジュール 準備 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

進 捗 状 況 A A A A A

目標指標

目標値 18.0% 65.0% 100.0% ⇒ ⇒

実　績　値 18.0% 65.0% 100.0% 100.0% 100.0%

取組目標効果額 — — — — —

効　果　額 — — — — —

取 組 状 況
長寿命化計画に基づく改築更新工事が
完了した。ストックマネジメント計画
の策定も予定どおり進んでいる。

ストックマネジメント（ポンプ場・終
末処理場）の実施計画及び管路施設の
全体計画を行った。

ストックマネジメント計画（ポンプ
場・終末処理場・管路施設）の策定が
完了し、終末処理場の改築更新工事の
実施設計を行っている。

ストックマネジメント計画に基づき終
末処理場の改築更新工事及び管路施設
の点検・調査が始まった。

ストックマネジメント計画に基づき水
質浄化センターの改築更新工事及び管
路施設の修繕を行った。

今 後 の 課 題
ストックマネジメント計画策定で、計
画に基づく点検・調査・修繕・改築の
優先順位をつける必要がある。

計画の中で策定済、ただし、平準化し
ても、毎年かかる相当な事業費が課題
である。

ストックマネジメント計画で事業を平
準化しても、毎年かかる事業費の財源
を確保することが課題である。

ストックマネジメント計画で事業を平
準化しても、毎年かかる事業費の財源
を確保することが課題である。

ストックマネジメント計画で事業を平
準化しても、毎年かかる事業費の財源
を確保することが課題である。

次 年 度 へ の 展 開

ストックマネジメント（ポンプ場・終
末処理場）の全体計画の策定が終わ
り、平成31年度に実施計画の策定及び
管路施設の全体計画を行う。

ストックマネジメント（ポンプ場・終
末処理場）の実施計画の策定が終わ
り、令和２年度に実施設計を行う。

令和２年度からの実施設計の繰越及び
令和3年度からストックマネジメント計
画による処理場の改築工事及び管路施
設の点検・調査を行う。

令和4年度も引続きストックマネジメン
ト計画による処理場・ポンプ場の改築
更新工事及び管路施設の点検・調査を
行う。

令和5年度にストックマネジメント基本
計画、令和6年度にストックマネジメン
ト実施計画の改定、令和7年度に実施設
計を行い、令和8年度から改築更新工事
を始める。引き続き管路施設の点検・
調査を行い、必要に応じて管理施設の
大規模な更新工事を行う。

計画策定及び点検・調査の実施　（平成29年10月1日現在　10％…契約締結）

５．地方公営企業等の経営健全化

⑤　老朽施設・設備の適正な維持・管理 

下水道課

－

下水道施設を計画的・効率的に管理するため、ストックマネジメント計画の策定に平成２９年度より取り組んで令和元年度に完了しました。令和2年度は、ストックマネジメント計画に基づく改築工事の
実施設計を行い、施設全体の将来的な事業量の平準化を図り、計画的に実施していくことにより、適正な維持・管理を進めます。
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